
（１）内閣府と関係府省との間で調整を行う提案（177件）

区分 分野

1 御杖村 B　地方に対
する規制緩
和

08_消防・防
災・安全

外国人消防団員が
従事できる活動内容
の明確化

外国人消防団員が従事できる活動内容（公権力の行使をしない範囲）について明確化
し、地方公共団体に周知すること

消防団員の確保等に向けた取組について（令和２年12月15日付け消防庁長官通
知）別添２、公務員に関する基本原則、消防法

総務省 福井市、築上町

5 関西広域連合 B　地方に対
する規制緩
和

06_環境・衛
生

調理師免許申請にお
ける医師の診断書の
添付を不要とするこ
と

調理師免許申請における添付書類のうち、医師の診断書については、添付不要として、
麻薬等の中毒者であるかないかについては、免許申請書の様式上で確認を行うこととす
ることを求める。

調理師法施行令第１条、調理師法施行規則第１条第２項第３号、様式第１
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
第159条の７第２項第３号、様式第86の２
国家資格等情報連携･活用システムに係る設計･開発等業務調達仕様書（デジタル
庁）別冊要件定義書②機能要件別紙05-06_データ_添付書類一覧

厚生労働省 旭川市、宮城県、茨城県、岡
山県、広島市、三原市、宮崎
県

6 関西広域連合 B　地方に対
する規制緩
和

06_環境・衛
生

製菓衛生師免許申
請における医師の診
断書の添付を不要と
すること

製菓衛生師免許申請における添付書類のうち、医師の診断書については、添付不要とし
て、麻薬等の中毒者であるかないかについては、免許申請書の様式上で確認を行うこと
とすることを求める。

製菓衛生師法施行令第１条、製菓衛生師法施行規則第１条第２項第２号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
第159条の７第２項第３号、様式第86の２
国家資格等情報連携･活用システムに係る設計･開発等業務調達仕様書（デジタル
庁）別冊要件定義書②機能要件別紙05-06_データ_添付書類一覧

厚生労働省 茨城県、石川県、岡山県、広
島市、三原市、高知県、宮崎
県

7 利府町 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 不在者投票における
選挙人への情報提
供に係る運用の明確
化

「投票用紙及び投票用封筒、不在者投票証明書」の他に、当該選挙における選挙区及び
比例の氏名掲示の写し等を同封するなどルールを明確化する。

公職選挙法施行令第53条第１項及び第２項 総務省 札幌市、宮城県、ひたちなか
市、前橋市、相模原市、三重
県、彦根市、宮崎市

8 四條畷市、枚方
市、西宮市

重点１

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

県外分診療報酬の
全国決済制度（国民
健康保険）を地方単
独医療制度において
も適用することで、国
民健康保険被保険
者の県外受診時の
現物給付を可能とす
ること

国民健康保険被保険者について、公費負担医療に係る県外分診療報酬の審査支払業
務も全国決済制度を活用し、療養取扱機関が立地する所在地の都道府県国保連合会に
おいて行うことが、昭和50年の厚生省保険局国民健康保険課長通知で規定されている
が、この公費負担医療に「地方単独医療制度」が含まれているかどうかが明確でない。地
方単独医療制度における県外受診の場合の審査支払業務も、市町村から都道府県国保
連合会に委託できる旨の明確化など、地域において合意形成が円滑に取り組めるような
措置を求める。

厚生省保険局国民健康保険課長通知「県外分診療報酬の全国決済について(昭
和50年７月25日保険発第72号）」

厚生労働省 船橋市、横浜市、海老名市、
兵庫県、五條市、広島市、東
温市、朝倉市、荒尾市

9 佐野市 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

受給者本人の申出に
よる児童扶養手当受
給資格の喪失手続を
可能とすること

受給資格者が児童扶養手当法第４条に規定する要件に該当しなくなった場合や、手当の
支給を受ける権利を２年行使せず時効消滅する場合以外においても、受給資格者が希
望する場合は、受給資格喪失手続を行うことを可能とすることを求める。

児童扶養手当法第４条、第22条、第28条
児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第４条、第11条
「児童扶養手当の現況届等について」（平成29年４月28日付け厚生労働省雇用均
等・児童家庭局家庭福祉課長通知）

こども家庭庁 盛岡市、郡山市、いわき市、
白河市、越谷市、船橋市、柏
市、稲城市、川崎市、海老名
市、長野県、浜松市、富士
市、豊橋市、半田市、刈谷
市、豊田市、豊岡市、出雲
市、広島市、三原市、高松
市、高知県、佐世保市、熊本
市、宮崎県、鹿児島市

管理
番号

提案区分
団体名 追加共同提案団体

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 根拠法令等 制度の所管・関係府省



10 郡山市 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 住民基本台帳法上
の転居届について電
子申請による届出を
可能とすること

住民基本台帳法（以下「法」という。）第23条に規定されている転居届に関して、法第27条
の届出の方式にある「この章又は第四章の三の規定による届出は、政令で定めるところ
により、書面でしなければならない。」について、個人番号カードの交付を受けている者等
は、書面での届出に加え、電子申請により届出が可能となるよう特例を設けることを提案
する。

住民基本台帳法第23条、第27条、住民基本台帳法施行令第26条 総務省 いわき市、千葉市、小平市、
半田市、寝屋川市、東温市

11 大和郡山市 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

児童扶養手当の受
給資格者からの申し
出による資格喪失を
可能とすること

児童扶養手当の受給資格者の申し出による資格喪失を可能とすること 児童扶養手当法第４条、第22条、第28条
児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第４条、第11条
「児童扶養手当の現況届等について」（平成29年４月28日付け厚生労働省雇用均
等・児童家庭局家庭福祉課長通知）

こども家庭庁 盛岡市、郡山市、いわき市、
白河市、越谷市、船橋市、柏
市、稲城市、横浜市、川崎
市、海老名市、長野県、浜松
市、富士市、豊橋市、半田
市、刈谷市、豊田市、池田
市、豊岡市、出雲市、広島
市、三原市、高松市、高知
県、佐世保市、熊本市、宮崎
県、鹿児島市

12 三島市 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 マイナポータルお知
らせ機能の利用可能
事務拡大

マイナポータルお知らせ機能を個人番号利用事務以外の事務でも利用可能とすること。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則
第６条第４項第２号

デジタル庁 宮城県、羽後町

13 石川県

重点３

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

里帰り出産に関し住
所地の自治体と里帰
り先の自治体との情
報共有が行われる仕
組みの構築

マイナポータルをはじめ、デジタル手段を活用しながら、各種手続きを改善するなど、効
率的・効果的に住所地と里帰り先の自治体や医療機関との間の情報共有・連携が行わ
れるよう、国が仕組みを構築すること。
【例】
里帰り出産のため、県外の病院で健診等を受診した妊婦について、マイナンバーを活用
することなどにより、県外の病院で健診を受診したという情報が住所地の自治体に通知さ
れるようにするとともに、必要に応じて、その県外の病院が所在する自治体に対して、当
該妊婦に関する情報を共有することができるシステムを構築する。

－ こども家庭庁、デジタル庁 旭川市、茨城県、大阪府、広
島市、徳島県、今治市、高知
県、宮崎県

15 足利市 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

生活保護受給者が
管外の有料老人ホー
ム等に転出した場合
の住所地特例による
実施責任の継続

「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについての問（第２の７）」では被保護者が
老人福祉法の措置により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所した場合は、
その者の入所期間中、従前の保護の実施機関が従前どおり保護の実施責任を負うことと
なっているが、それを有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅（有料老人ホーム
に該当しないものを含む）、軽費老人ホーム（以後有料老人ホーム等）にも適用する。

生活保護法第19条、昭和38年４月１日　社発第246号　厚生省社会局長通知 厚生労働省 仙台市、高崎市、藤岡市、ふ
じみ野市、東金市、相模原
市、平塚市、長野県、半田
市、枚方市、羽曳野市、高知
県、宮崎県、宮崎市

16 足利市 B　地方に対
する規制緩
和

06_環境・衛
生

犬の死亡届の添付
書類（鑑札及び注射
済票）の原本提出規
制の緩和

狂犬病予防法第４条第４項に基づく犬の死亡届の添付書類である鑑札及び注射済票に
ついては、原本提出が義務付けられているが、これらの添付を不要とする、又は電子
データでの提出を可能としてほしい。

狂犬病予防法第４条第４項
狂犬病予防法施行規則第８条第２項

厚生労働省 旭川市、栃木市、鹿沼市、三
島市、豊田市、寝屋川市、松
江市、吉野川市、長崎市、宮
崎市

17 長崎市 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

母子父子寡婦福祉
資金貸付金に係る債
権の放棄が可能であ
ることの明確化

母子父子寡婦福祉資金貸付金の債権管理において、事実上回収見込みがないと判断さ
れる場合、地方自治法第96条第１項第10号及び市の債権管理条例に基づく債権の放棄
が可能であることを明確化すること。

地方自治法第96条第１項第10号 こども家庭庁 福島市、越谷市、船橋市、長
野県、豊田市、広島市、高松
市



18 長崎市 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

生活保護費過払い
返還金における長期
化した債権に対し行
うべき措置の明確化

生活保護費過払い返還金において、本来であれば債権放棄の対象となるような、生活保
護者から返還させるという債権の独自性を鑑み、一定の要件の下、長期化した債権にか
かる「全額回収以外のゴール（債権放棄、停止、免除の方策）」を国において示していただ
きたい。

地方自治法施行令第171条の７ 厚生労働省 函館市、仙台市、多賀城市、
藤岡市、相模原市、豊橋市、
半田市、高知県、熊本市、宮
崎市

19 聖籠町 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 ふるさと納税のワン
ストップ特例に係る申
請期限の見直し等

地方税法におけるふるさと納税の寄附者から寄附先自治体へのワンストップ特例申請
（以下、「申告特例の求め」という。）の期限は、特例対象年の翌年の「１月10日」までとさ
れているが、支障事例の解消のため、申請期限の延長を求める。併せて、申告特例の求
めがあった自治体から申告特例の求めを行った者の住所の所在地の自治体への通知書
（以下、「申告特例通知書」という。）の送付期限についても、寄附金税額控除制度の運用
に支障をきたすことがないよう、各自治体の実態を適切に把握された上で、延長等の措
置の検討を求める。

地方税法附則第７条第４項、第５項、第11項及び第12項 総務省 伊勢崎市、川崎市、魚沼市、
南魚沼市、長野県、沼津市、
城陽市、大阪狭山市、築上町

20 吉岡町、桐生市、
太田市、沼田市、
館林市、渋川市、
藤岡市、安中市、
榛東村、上野村、
神流町、甘楽町、
中之条町、嬬恋
村、片品村、みな
かみ町、玉村町、
明和町、千代田
町、大泉町

重点31

B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 住民票等の各種証
明書や戸籍に関する
証明書の公用請求に
ついて、公文書（請
求書）様式の統一化

住民票等の各種証明書や戸籍に関する証明書の公用請求について、官公庁が作成する
公文書（請求書）様式の統一化を求める。

住民基本台帳法第12条の２、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の
写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第８条、戸籍法第10条の２

総務省、法務省 盛岡市、羽後町、いわき市、
高崎市、越谷市、世田谷区、
浜松市、関市、豊橋市、豊田
市、半田市、亀岡市、枚方
市、寝屋川市、西宮市、東温
市、久留米市、熊本市、宮崎
市

21 宮崎市 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 業務時間外の戸籍
証明書交付に係る発
行抑止処理の取扱
いの見直し

開庁時間外に戸籍の届出があった場合には、翌開庁日に発行抑止処理することを許容
し、開庁時間外においても戸籍証明書のコンビニ交付サービスが行えるようにすること。

平成13年12月12日付け法務省民一第3047号民事局長回答 法務省 札幌市、旭川市、郡山市、い
わき市、浜松市、寝屋川市、
東温市、熊本市

22 草津市 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 選挙公営制度におけ
る選挙運動用自動車
燃料代の公費負担
の対象となる支払方
法の見直し

公職選挙法の選挙運動用自動車の燃料代の公費負担制度について、従前の契約業者
を決定して事後精算払い方式だけではなく、一旦候補者が燃料代を負担し候補者へ実費
弁償する方法も追加するなどし、セルフ式ガソリンスタンド等の新たな業務形態にも対応
できるよう求める。

公職選挙法第141条第７項、第８項、公職選挙法施行令第109条の４、公職選挙法
施行規則第17条の４、第17条の５、第17条の６、第17条の７、第17条の８

総務省 ひたちなか市、前橋市、練馬
区、相模原市、川崎市、海老
名市、茨木市、三重県、熊本
市

23 相模原市 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

障害支援区分の認
定を要しない場合の
調査方法の見直し

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条第２項に規定す
る調査の方法について、障害支援区分の認定を要しない場合に係る法令等の明確な定
めがなく、本市では障害支援区分の認定を要する場合と同等に取り扱うことで事務負担
等が生じているため、障害支援区分の認定を要しない場合は調査方法を簡略化するこ
と、又は地方公共団体の裁量による旨の明示をすること。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律
第123号）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行
令(平成18年法律第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）、障害支援区分に係る市町
村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第５
号)、厚生労働省事務処理要領「介護給付費等に係る支給決定事務等について」
(令和５年４月改正)

厚生労働省 旭川市、苫小牧市、福島市、
高崎市、藤岡市、船橋市、川
崎市、相模原市、茨木市、和
泉市、笠岡市、吉野川市、長
崎市、大村市、熊本市



24 広島市、広島県 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

市町村子ども・子育
て支援事業計画の中
間年における見直し
基準の緩和

待機児童を巡る状況に変化が生じていることなどを踏まえ、市町村子ども・子育て支援事
業計画の中間年の見直しについて、「教育・保育給付認定を受けた保護者の認定区分ご
との人数が、量の見込みと10％以上乖離している場合には、原則として見直しが必要」と
されているところを、例外事由として、「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提
供体制を確保するための適切な対策を講じている場合には、市町村の判断により見直し
は行わない」ことを加え、市町村が見直しの要否を判断できることを明らかにすること。

「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子
育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業
の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（令和５年内閣府告示第27号）
「市町村子ども・子育て支援事業計画等に関する中間年の見直しのための考え方
について（作業の手引きの送付）」（平成29年１月27日内閣府通知）
「第二期市町村子ども・子育て支援事業計画等に関する中間年の見直しのための
考え方について」（令和４年３月18日内閣府通知）

こども家庭庁 札幌市、旭川市、足立区、横
浜市、川崎市、長野県、浜松
市、草津市、高知県、熊本
市、鹿児島市

25 奈良市 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 市町村が認定地域
再生計画に基づき林
道の整備を行う場合
に係る地方創生道整
備推進交付金を間接
補助から直接補助に
変更すること

市町村が認定地域再生計画に基づき林道の整備を行う場合に交付される地方創生道整
備推進交付金の交付先を当該市町村が属する都道府県ではなく、当該市町村とし、国か
ら市町村への直接補助とすることを求める。

地域再生法第13条第１項、森林法第193条、地方創生推進交付金制度要綱（平成
28年４月20日付け府地事第16号内閣府事務次官通知、28農振第45号農林水産事
務次官通知、国総政第１号国土交通事務次官通知、環廃対発第1604201号環境事
務次官通知）第６の２の１）、地方創生道整備推進交付金交付要綱（平成28年４月
20日付け28農振第150号農林水産事務次官通知・国道環安第８号国土交通事務
次官通知）、地方創生道整備推進交付金交付要領（平成28年４月20日付け28農振
第167号農林水産省農村振興局長通知、林28林整整第30号林野庁長官通知、国
道総政第26号国土交通省道路局長通知）第２

内閣府、農林水産省 滋賀県、広島市、宮崎県

27 大府市 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 給与所得者の扶養
親族等申告書に同一
生計配偶者を申告可
能とすること

合計所得金額が1,000万円を超える給与所得者について扶養親族等申告書に同一生計
配偶者を申告できるよう様式の変更を求める。

所得税法第１90条、第194条第１項、所得税施行規則第73条、地方税法第45条の
３の２第１項、第317条の３の２第１項、地方税法施行規則第２条の３の３

総務省、厚生労働省 郡山市、大田原市、高崎市、
千葉市、荒川区、川崎市、相
模原市、三浦市、福井市、松
本市、半田市、安来市、広島
市、高松市、熊本市

28 大府市 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 道府県知事が不動
産の価格を決定し市
町村長に通知した場
合における固定資産
税の納税義務者へ
の説明責任主体の
明確化

地方税法第73条の21第２項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定し、同条第
３項の規定により市町村長に通知したときは、改築、損壊その他特別の事情がある場合
を除き、不動産取得税に対する更正の時効経過前後に関わらず、固定資産税の納税義
務者に対する課税根拠の説明責任については、市町村ではなく道府県にあることの明確
化を求める。

地方税法第73条の21、第409条
新潟地方裁判所（平成21年12月25日判決）平成16年（行ウ）第３号、東京高等裁判
所（平成22年８月31日判決）平成22年（行コ）第39号
行政実例（昭和34年７月24日自丁固発第52号弘前市長あて自治庁固定資産税管
理官回答）

総務省 大田原市、高崎市、八王子
市、相模原市、福井市、松本
市、豊橋市、半田市、刈谷
市、豊田市、城陽市、今治市

29 大府市 B　地方に対
する規制緩
和

02_農業・農
地

農用地区域内でアク
アポニックスを実施
可能とするための農
業用施設の要件見
直し

農用地区域内において水耕栽培と水産養殖を組み合わせた農法「アクアポニックス」用
途での施設設置ができるよう、農業用施設の要件の見直しを求める。

農業振興地域の整備に関する法律第３条第４号
農業振興地域の整備に関する法律施行規則第１条
農業振興地域制度に関するガイドライン第13-１-(４)

農林水産省 宮城県、川崎市

31 福井市 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

災害のおそれがある
場合において代替的
な方法による障害福
祉サービスの提供を
可能とすること

災害救助法の適用時だけでなく、災害のおそれがある場合についても、新型コロナウイル
ス感染症拡大による緊急事態宣言時と同様に代替的な方法による障害福祉サービスの
提供を可能とするよう見直しを求める。例えば、災害救助法の適用がない場合であって
も、市町村が「避難指示（警戒レベル４）」以上の避難情報を発令した場合には、国からの
通知を待たずに市町村の判断で代替的な方法によるサービスを実施できることとする。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法、
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準、
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算
定に関する基準

こども家庭庁、厚生労働
省

苫小牧市、長野県、高槻市、
兵庫県、笠岡市、熊本市

32 福井市 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 市町村森林整備計
画と特定間伐等促進
計画の一体的策定を
可能とすること

「市町村森林整備計画」と「特定間伐等促進計画」の一体的策定を可能とすることを求め
る。

森林法第10条の５第１項、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第５条
第１項

農林水産省 郡山市、久留米市



33 福井市 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 市町村森林整備計
画の変更手続の簡
素化

市町村森林整備計画の軽微な変更（都道府県作成の地域森林計画の変更を受けての
変更など変更内容に市町村の判断を伴わない形式的な変更をいう。以下同じ。）の場合
においては、次のような変更手続の簡素化を求める。
市町村森林整備計画の案の公告後の縦覧期間（30日間）について、軽微な変更の場合
には２週間程度以内に短縮できるように改める。
実務上、国への意見聴取や県への正式な協議に先立って事前協議が必要とされている
が、軽微な変更の場合には事前協議を行わなくてもよい運用に改める。

森林法第６条第１項、第10条の５第７項から第９項まで、第10条の６第４項 農林水産省 郡山市、久留米市、鹿児島市

35 中核市市長会、郡
山市、江戸川区、
高知県

B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 マイナンバーカードの
代理人交付における
本人確認書類等の
要件緩和

マイナンバーカードを代理人に交付する際、必要となる交付申請者の本人確認書類として
当該交付申請者の親族等（例：同一世帯員又は一～二親等以内の親族）が交付申請者
の顔写真を証明した書類も認めていただくこと、交付申請者の出頭が困難な理由として
「親族の看護（介護） 」を含めていただくことなど、カードの一層の普及に資する見直しを
行っていただきたい。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行
令第13条5項、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律施行規則第16条、個人番号カードの交付等に関する事務処理要領

総務省 札幌市、旭川市、宮城県、仙
台市、多賀城市、秋田県、羽
後町、いわき市、小山市、前
橋市、桐生市、三郷市、小平
市、川崎市、山梨県、豊橋
市、亀岡市、八尾市、寝屋川
市、西宮市、五條市、井原
市、東温市、糸島市、熊本市

36 ひたちなか市

重点２

B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 公用請求により登記
事項証明書等を取得
している手続につい
て登記情報連携シス
テムの利用を可能と
すること

法務省が保有する登記情報連携システムの利用については、情報通信技術を活用した
行政の推進等に関する法律第11条に基づき、申請人等に対する登記事項証明書の添付
が各種法令において規定されている手続に範囲が限定されているため、自治体側が公
用請求によって登記事項証明書等を取得している手続についてもシステムの利用可能対
象となるよう、対象範囲の拡大を求める。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 デジタル庁、法務省 大田原市、前橋市、高崎市、
館林市、相模原市、横須賀
市、三浦市、福井市、長野
県、豊橋市、安来市、笠岡
市、山口県、大村市、熊本
市、延岡市

37 三原市 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 出納員その他の会計
職員について個別の
任命を不要とするこ
と

出納員その他の会計職員の任命について、辞令形式によらず、規則等で一定の職にあ
る者が当然に出納員その他の会計職員に充てることを可能とすること。
また、可能であるならばその旨を明確にすること。

昭和38年12月19日　自治丁行発第93号各都道府県総務部長宛　行政課長通知 総務省 羽後町、鶴岡市、三浦市、安
来市、広島市、佐世保市

38 鳥取県、京都市、
堺市、兵庫県、和
歌山県、広島県、
関西広域連合

重点８

B　地方に対
する規制緩
和

05_教育・文
化

夜間中学における遠
隔授業に係る要件緩
和

夜間中学における遠隔授業（学校教育法施行規則第77条の２に規定するオンラインを活
用した学習）について、以下の要件緩和を求める。
①受信側に教員を配置することになっているが、分教室（サテライト）の柔軟な運用を可能
とする観点から、学校長が必要と認める場合には、教員免許を持っていない者の配置で
も可能とすること。
②やむを得ず登校できない生徒について、学校長が必要と認めた場合には、自宅で遠隔
授業を受けた際も、出席扱いとすること。
③遠隔教育特例校制度に係る申請手続きや評価・公表等実施に係る負担軽減を行うこ
と。

学校教育法施行規則第77条の２、学校教育法施行規則第77条の２の規定に基づ
き、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所
で履修させることができる場合を定める件（令和元年文部科学省告示第56号）、遠
隔教育特例校制度実施要項、令和５年度における遠隔教育特例校の新規指定、
変更又は廃止に係る申請手続きについて（事務連絡）

文部科学省 宮城県、羽後町、茨城県、群
馬県、三重県、熊本市



42 大阪府、神奈川
県、京都府、兵庫
県、和歌山県、関
西広域連合

B　地方に対
する規制緩
和

07_産業振
興

自動車損害賠償責
任共済の共済掛金
の改定に係る同意手
続の簡略化

中小企業等協同組合法（以下「法」という）の規定に基づき認可した事業協同組合のうち、
法第９条の６の２第３項における自動車損害賠償保障法（以下「自賠責法」という。）第５
条に規定する自動車損害賠償責任共済（以下「責任共済」という。）を行う組合から、共済
規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るもの等を変更する旨の申請
があった際、所管行政庁は認可にあたり自賠責法第２８条の２第５項において国土交通
大臣及び内閣総理大臣（金融庁長官）にあらかじめ同意を求めなければならない旨規定
されている。
自動車賠償責任保険（以下「責任保険」という）に係る基準料率等については、毎年その
妥当性を金融庁長官が自賠責保険審議会を経て判断しており、改定する場合は審議会
を経て国土交通大臣に同意を得たうえで改定される。このようにして改定された基準料率
に基づき、各組合等は共済掛金の変更申請を都道府県に行っている。
以上を踏まえ共済掛金の変更申請について、その内容が責任保険に係る基準料率と相
違ないものであると確認できる場合は、金融庁長官及び国土交通大臣の同意を不要とす
る措置を求める。

中小企業等協同組合法第９条の６の２第３項、第９条の２第７項、自動車損害賠償
法第５条、第28条の２第５項

金融庁、国土交通省 長野県、山口県

45 大阪府、滋賀県、
京都府、京都市、
大阪市、堺市、兵
庫県、神戸市、奈
良県、和歌山県、
鳥取県、徳島県、
関西広域連合

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

「児童福祉法による
児童入所施設措置
費等国庫負担金」に
係る交付要綱の早期
提示

「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金」に係る交付要綱について、提示
時期を早めること。

児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について（平成11年４月30
日付け厚生省発児第86号）

こども家庭庁 盛岡市、宮城県、仙台市、茨
城県、船橋市、川崎市、長野
県、浜松市、豊橋市、高知
県、佐賀県、熊本市、宮崎
県、鹿児島県

47 大阪府、滋賀県、
京都府、京都市、
大阪市、堺市、神
戸市、奈良県、和
歌山県、鳥取県、
徳島県

重点９

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

幼保連携型認定こど
も園の保育教諭等に
係る免許等の特例措
置の延長

幼保連携型認定こども園で勤務する保育教諭等について、本来、幼稚園教諭免許状と保
育士資格の併有が必要とされているが、平成27年４月の子ども・子育て支援新制度施行
後10年間（令和６年度末まで）において設けられている特例措置を当分の間延長するこ
と。

・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第15
条第１項
・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則
第5条（保育教諭等の資格の特例）
・教育職員免許法附則第18項

こども家庭庁、文部科学
省

札幌市、旭川市、千葉市、横
浜市、川崎市、相模原市、横
須賀市、新潟市、長野県、刈
谷市、大阪市、島根県、大村
市、熊本市、宮崎県

48 大阪市

重点18

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

保育所等の居室面
積基準の特例に係る
期限の廃止

保育所及び幼保連携型認定こども園における乳児室やほふく室、保育室、遊戯室の居室
面積に係る基準について、市町村が柔軟に待機児童対策に取り組めるよう、待機児童数
等の一定要件の下で認められている「面積基準を標準に緩和する特例」（以下、「面積基
準緩和特例措置」という。）に係る期限の廃止を求める。なお、廃止が難しい場合は、期
限の延長を求める。

【保育所】
児童福祉法第45条第２項
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整
備に関する法律附則第４条
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整
備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置
に関する政令第４条
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整
備に関する法律附則第四条の基準を定める内閣府令
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整
備に関する法律附則第四条の厚生労働大臣が指定する地域（厚生労働省告示）
【幼保連携型認定こども園】
就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律第13
条第２項、附則第２項
幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第７条
第６項
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行
令附則第２項
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行
規則附則第３条
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則
第二項の主務大臣が指定する地域（内閣府・文部科学省・厚生労働省告示）

こども家庭庁、文部科学
省

札幌市、旭川市、横浜市、川
崎市、長野県、熊本市



51 小浜市 B　地方に対
する規制緩
和

02_農業・農
地

経営所得安定対策
等に係る作付面積等
の現地確認の方法
の見直し

経営所得安定対策等実施要綱に定められている作付面積等の確認について、現地確認
だけでなく、航空写真及び衛星画像等画像による確認も可能とするよう改正する。

経営所得安定対策等実施要綱Ⅳ第１ １（２）③ウ（ウ）、Ⅳ第２ １（５）②、Ⅳ第２ ２
（９）⑥ウ、Ⅳ第２ ３（９）⑥ウ、Ⅳ第２ ４（４）

農林水産省 旭川市、千葉市 、横浜市、川
崎市、福井市、京都府、兵庫
県、熊本市 、鹿児島市

53 新潟県

重点10

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

管理栄養士養成施
設卒業者が栄養士
免許を受けることなく
管理栄養士国家試
験を受験できるように
すること

管理栄養士国家試験の受験資格について、管理栄養士養成施設を卒業した者の場合
は、栄養士免許を不要とすることを求める。

栄養士法第５条の３ 厚生労働省 札幌市、郡山市、兵庫県、山
口県

54 新潟県、福島県

重点10

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

管理栄養士国家試
験に係る都道府県等
による免許等照合書
発行の廃止

管理栄養士国家試験において、都道府県等による免許等照合書の発行は廃止し、厚生
労働省において受験資格の確認を行うことを求める。

「第37回管理栄養士国家試験の実施について」（令和４年８月30日付け厚生労働
省健康局健康課長通知）等

デジタル庁、厚生労働省 札幌市、旭川市、宮城県、福
島市、郡山市、茨城県、長野
県、兵庫県、奈良県、山口県

55 今治市、松山市、
八幡浜市、新居浜
市、西条市、大洲
市、四国中央市、
西予市、東温市、
上島町、久万高原
町、砥部町、伊方
町、松野町、鬼北
町、愛南町

重点４

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

妊産婦健康診査の
広域化

①妊産婦健康診査受診票を全国共通で利用できるような整備を求める。
②県外で受診した妊産婦健康診査の結果を居住地の自治体に情報共有できるよう整備
を求める。
例） 妊産婦健康検査は全国の自治体で14回以上助成が行われており、14回までの妊産
婦健康診査受診票については、全国の医療機関にて利用できるよう整備いただきたい。
（15回以上の助成を行う自治体においては15回以上の部分においては、これまでどおり
償還払いにて対応など）

母子保健法第13条 こども家庭庁、デジタル庁 旭川市、盛岡市、白河市、千
葉市、船橋市、浜松市、豊田
市、大阪市、兵庫県、広島
市、三原市、高松市、高知
県、大村市、熊本市、宮崎
県、鹿児島市

56 静岡市

重点26

B　地方に対
する規制緩
和

01_土地利
用（農地除
く）

生産緑地法に基づく
買取申出手続と公有
地の拡大の推進に関
する法律に基づく届
出手続により重複し
ている手続の合理化

生産緑地地区に指定された土地を農家以外の者に売却して農地等以外のものにする場
合、生産緑地法第10条に基づく買取申出手続と公有地の拡大の推進に関する法律（以
下、「公拡法」という。）第４条に基づく届出手続が重複していることから、公拡法の制度改
正による手続の合理化を求める。

公有地の拡大の推進に関する法律第４条、第５条、第６条、第８条
生産緑地法第７条～第15条

国土交通省 草加市、八潮市、三郷市、長
野県、浜松市、豊田市、城陽
市、枚方市、熊本市

57 蔵王町、仙台市、
登米市、東松島
市、富谷市、女川
町、高知県

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

主任介護支援専門
員等に係る配置要件
の見直し

①「主任介護支援専門員その他これに準ずる者」の範囲拡大（主任介護支援専門員研修
の受講要件（介護支援専門員資質向上事業実施要綱④）の拡大）を求める。
②現行の介護保険施行規則（主任介護支援専門員の配置要件）を「従うべき基準」から
「参酌すべき基準」等へ見直しを求める。（１.主任介護支援専門員を常勤から非常勤でも
可能とする基準緩和。２.地域の民間事業所の主任介護支援専門員と連携し、質の担保
ができる場合に限り、主任介護支援専門員を配置したとみなす基準緩和。３.被保険者数
による３職種の配置区分要件の拡大　等）

介護保険法施行規則第140条の66、地域包括支援センターの設置運営について
（平成18年10月18日老計発第1018001号、老振発第1018001号、老老発第1018001
号）

厚生労働省 盛岡市、高崎市、御嵩町、小
牧市、大阪市、安来市、高知
県

58 香川県 B　地方に対
する規制緩
和

09_土木・建
築

旧耐震基準の木造
住宅の除却に係る住
宅・建築物安全ストッ
ク形成事業の事業要
件の見直し

社会資本整備総合交付金交付対象事業の住宅・建築物安全ストック形成事業のうち、住
宅の耐震改修等、建替え又は除却等に関する事業について、事業要件として対象となる
住宅が「耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの」であることが定められ
ているが、旧耐震基準の（建築物の構造基準が強化された昭和56年５月以前に建てられ
た）木造住宅を除却しようとする場合については、当該要件を除外するよう求める。

社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ-16-(12)-①３．第３号ロ、４.３-１
号

国土交通省 札幌市、いわき市、千葉市、
荒川区、寝屋川市、鳥取県、
延岡市



60 宮城県、石巻市、
岩沼市、東松島
市、蔵王町、長野
県、広島県

B　地方に対
する規制緩
和

02_農業・農
地

農山漁村振興交付
金における計画認定
過程の見直し

農山漁村発イノベーション整備事業（産業支援型）の効率的な運用のため、「農商工等連
携促進法」に基づく農商工等連携事業計画の相談段階で関係する事業実施予定地の都
道府県へ情報提供を行い、当該計画の認定審査の際に意見照会の機会を付与するこ
と。また、「六次産業化法」に基づく総合化事業計画及び農商工等連携事業計画の意見
照会をする場合は、意見照会の期間を長く設けるよう運用の改善を行うこと。これに加
え、「産業支援型」の事業の実施手続に定めている都道府県事業実施計画の作成を廃止
すること。

農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策）実施要領（令和４年４月１日
付け３農振第2921号農林水産省農村振興局長通知）別記２－３農山漁村発イノ
ベーション整備事業（産業支援型）
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物
の利用促進に関する法律（六次産業化・地産地消法）第５条
中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効活用し
て行う事業活動の促進に関する法律（農商工等連携促進法）第４条

農林水産省、経済産業省 兵庫県、山口県

61 宮城県、仙台市、
石巻市、岩沼市、
東松島市、富谷
市、蔵王町、美里
町

B　地方に対
する規制緩
和

02_農業・農
地

施設園芸用地の整
備に係る農地法上の
農地として取り扱うこ
とができる土地及び
設備用地の明確化

施設園芸用地の整備に関し、耕作用の土を１メートル程度盛り土して農作物の栽培を
行っている土地や、農作物の栽培を行っている土地と一体的に整備する必要のある貯水
池、トイレ・更衣室、作業用倉庫の用地が、農地に該当することを明確化する。

農地法第３条、第４条及び第５条
「施設園芸用地等の取扱いについて」（平成14年４月１日付け農林水産省経営局
構造改善課長通知）
「農地法の運用について」（平成21年12月11日付け農林水産省経営局長・農村振
興局長通知）

農林水産省 伊勢崎市、川崎市、和歌山県

62 宮城県、仙台市、
石巻市、塩竈市、
角田市、東松島
市、富谷市、山形
県、福島県、広島
県

B　地方に対
する規制緩
和

05_教育・文
化

学校・家庭・地域連
携協力推進事業費
補助金における交付
申請書の簡素化

学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金（学校を核とした地域力強化プラン）につい
て、申請や報告に関する書類をスリム化、簡素化して欲しい。

各年度に文部科学省総合教育政策局地域学習推進課地域学校協働活動推進室
から発出される事務連絡。直近では、次のとおり。
・R４本申請
　R４.５.30付
・R４見込額調
　R４.10.12付
・R５仮申請
　R５.２.７付
・R４実績報告
　R５.２.14付

文部科学省 羽後町、千葉市、沼津市、寝
屋川市、岡山県、高知県、熊
本市

64 倉敷市 B　地方に対
する規制緩
和

07_産業振
興

中心市街地活性化
基本計画の認定要
件のうち大規模集客
施設の立地制限に係
る要件の見直し

大規模集客施設を誘導施設に定めた都市機能誘導区域内に限り、準工業地域の特別用
途地区（大規模集客施設制限地区）を解除しても、中心市街地活性化基本計画の認定が
継続されるよう、中心市街地の活性化を図るための基本的な方針（平成18年９月８日閣
議決定）の見直しを求める。

都市計画法、都市再生特別措置法、中心市街地の活性化に関する法律、都市計
画運用指針、中心市街地の活性化を図るための基本的な方針（平成18年９月８日
閣議決定）

内閣府、経済産業省、国
土交通省

65 秋田県、福島県、
滋賀県

重点22

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

ギャンブル等依存症
対策推進計画の医
療計画との一体的策
定及び計画期間の
見直し

ギャンブル等依存症対策推進計画について、医療法第30条の４に基づく医療計画と一体
のものとして策定することを可能とすることを求める。
また、ギャンブル等依存症対策推進計画の「少なくとも三年ごと」の検討及び「必要がある
と認めるとき」の変更の努力義務について、努力義務の廃止若しくは検討を「少なくとも六
年ごと」等とすることを求める。

ギャンブル等依存症対策基本法第13条、医療法第30条の４ 内閣官房 神奈川県、兵庫県、高知県

67 秋田県、能代市、
横手市、男鹿市、
湯沢市、鹿角市、
由利本荘市、潟上
市、大仙市、三種
町、八峰町、八郎
潟町、大潟村、美
郷町、羽後町、東
成瀬村、福島県

B　地方に対
する規制緩
和

09_土木・建
築

補助事業等の予算
執行状況等に係る各
調査の合理化

補助事業等の予算執行状況等に係る各調査について、重複する調査の廃止を含め、調
査事項及び調査頻度を真に必要な 小限度にするよう簡素化すること及び調査主体を
一元化することを求める。

昭和42年５月１日付蔵計第946号「公共事業等の事業に係る契約及び支出の状況
の報告について」
令和４年６月17日付国官会第7993号「令和４年度公共事業等の事業に係る契約及
び支出の状況の報告について」
上記調査のため、地方整備局が上乗せで行っている事業執行状況調査
総財務第40号令和２年４月28日付「公共事業等の事業執行計画及び事業執行状
況等に係る調査について（依頼）」
令和５年１月10日付内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官（経済対策・
金融担当）事務連絡「「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」の全事
業の進捗状況調査について（依頼）」

内閣府、総務省、財務
省、国土交通省

岩手県、福島市、茨城県、小
山市、高崎市、川崎市、横須
賀市、浜松市、寝屋川市、奈
良県、広島市、吉野川市、高
知県、熊本市

68 東京都

重点５

B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 住民基本台帳ネット
ワークシステムにお
ける本人確認情報に
係る「プッシュ型通
知」の導入

総務省自治行政局住民制度課を事務局として実施された「デジタル時代における住民基
本台帳制度のあり方に関する検討会」において検討された「プッシュ型通知」を実現する
こと

住民基本台帳法第30条の10、第30条の11、第30条の12 総務省 旭川市、大田原市、今治市



69 東京都 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 市町村長から登記所
へ通知している情報
を利用し、登録免許
税の算定においてオ
ンラインで通知してい
る価格データの活用
及び当該通知のオン
ライン化を促進するこ
と

相続登記の申請義務化による登記申請数増加を見据え、地方税法第422条の３に基づき
市町村長から登記所へ通知している価格データの活用により、データの提供を受けてい
る登記所から順次、評価証明等の提出を不要とするとともに、申請者の負担軽減と国・地
方自治体の業務効率化の観点から通知のオンライン化を全国的に促進すること

登録免許税法第10条、第25条、第26条、附則第7条、登録免許税法施行令附則３、
不動産登記規則第189条、第190条、地方税法第422条の３

法務省 大田原市、前橋市、高崎市、
相模原市、松本市、浜松市、
名古屋市、豊橋市、豊田市、
小牧市、城陽市、大阪市、今
治市、熊本市、沖縄県

70 千葉県 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

地域における医療及
び介護の総合的な確
保の促進に関する法
律に基づく基金の管
理方法及び計画の
策定方法の見直し

造成年度ごとに基金を管理する方法を改める。基金造成年度ごとに計画を策定・修正す
る方法を改める。

地域医療介護総合確保基金管理運営要領第２（３）②、地域医療介護総合確保基
金の活用に当たっての留意事項第５ １及び２

厚生労働省 岩手県、茨城県、栃木県、神
奈川県、京都府、兵庫県、鳥
取県、山口県、徳島県、高知
県、宮崎県、鹿児島県、沖縄
県

71 千葉県 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 年賀寄付金配分事
業申請に係る都道府
県知事等の意見書
の添付を不要とする
こと

お年玉付郵便葉書等の寄付金による助成を受ける団体が申請をする際の添付書類とし
て提出が求められる都道府県知事等の意見書の提出を不要とする。

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令第２条第２項 総務省

74 豊田市

重点27

B　地方に対
する規制緩
和

07_産業振
興

森林所有者等が市
町村の補助を受けて
間伐する場合及び市
町村の事業により間
伐する場合について
伐採届の提出を不要
とすること

伐採及び伐採後の造林の届出書（以下「伐採届」という。）の提出が不要となる場合を規
定する森林法第10条の８第１項各号又は森林法施行規則第14条各号に「森林所有者等
が市町村の補助を受けて間伐する場合」及び「市町村の事業により間伐する場合」を追
加し、これらの場合には伐採届の提出を不要とすることを求める。

森林法第10条の８第1項 農林水産省 札幌市、郡山市、横浜市

75 豊田市

重点27

B　地方に対
する規制緩
和

07_産業振
興

施設管理上必要
小限の危険木又は
支障木を伐採する場
合について伐採届の
提出を不要とするこ
と

伐採及び伐採後の造林の届出書（以下「伐採届」という。）の提出が不要となる場合を規
定する森林法第10条の８第１項各号又は森林法施行規則第14条各号に「施設管理上、
必要 小限の危険木又は支障木を伐採する場合」を追加し、この場合には伐採届の提
出を不要とすることを求める。

森林法第10条の８第１項 農林水産省 秋田県、横浜市、福井市、熊
本市、延岡市

76 豊田市

重点６

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

医療法及び薬機法
上の変更届出対象
事項につき医療機能
情報提供制度に基づ
く報告を行った場合
は開設者としての変
更届出があったもの
とみなすこと等

医療法及び薬機法上の変更届出対象事項につき、医療機能情報提供制度に基づく報告
を行った場合には、その報告を開設者としての変更届出に代えることとするなど、報告に
係る手続きを簡素化すること。併せて、保険医療機関及び保険薬局による届出事項変更
届も同様に、医療機能情報提供制度に基づく報告を行った場合には、その報告を開設者
としての変更届出に代えることとするとともに、添付書類を省略すること。さらに、医療情
報ネット上の情報を国民側がオープンデータとして活用できるようにすること。

医療法第６条の３、医療法施行令第４条・第４条の２、医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第８条の２、第10条

厚生労働省 浜松市、高知県

77 豊田市

重点32

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

身体障害者福祉法
第15条に基づく医師
の指定に係る地方社
会福祉審議会への
意見聴取の義務付
けの廃止

身体障害者福祉法第15条第２項において、都道府県知事が医師を定める際には社会福
祉に関する審議会その他の合議制の機関（以下、「地方社会福祉審議会」という。）の意
見を聴かなければならないとあるが、この義務付けを廃止することを求める。

身体障害者福祉法第15条第２項 厚生労働省 函館市、旭川市、羽後町、長
野県、笠岡市、長崎市、佐世
保市



81 岩手県 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

結核患者の入退院に
係る届出の廃止

感染症法第53条の11に規定される結核患者の入退院に係る届出の廃止を求めるもの。 感染症法第53条の11 厚生労働省 さいたま市、熊本市、宮崎県

82 藤枝市 B　地方に対
する規制緩
和

07_産業振
興

中心市街地活性化
基本計画の認定基
準の緩和

中心市街地の活性化を図るための基本的な方針で定められている中心市街地活性化基
本計画の認定基準のうち、特別用途地区の活用による準工業地域における大規模集客
施設の立地の制限について、市町村総合計画等と整合が取れており、中心市街地活性
化協議会等の同意を得る等した上で、地理的条件など中心市街地の活性化に影響がな
いものと市町村が総合的に判断する場合には当該制限を解除できることとする等、地域
の実情に応じた制限の緩和を求める。

中心市街地の活性化に関する法律第９条第10項
中心市街地の活性化を図るための基本的な方針第２章３基本計画の認定基準①

内閣府、経済産業省、国
土交通省

高崎市、倉敷市

83 藤枝市 B　地方に対
する規制緩
和

02_農業・農
地

住宅の用に供される
土地に係る農地転用
許可に当たり建築条
件付売買の締結を必
要とする要件の廃止

建築条件付売買予定地に係る農地転用許可関係事務取扱要領（平成31年３月29日付け
30農振第4002号農林水産省農村振興局長通知別紙）を改正し、住宅の用に供される土
地に係る農地転用許可に当たり建築条件付売買契約の締結を必要とする要件を廃止す
ることを求める。

農地法第５条第２項第３号、農地法施行規則第57条第５号、建築条件付売買予定
地に係る農地転用許可事務取扱要領（平成31年３月29日付30農振第4002号農林
水産省農村振興局長通知別紙）３の⑴

農林水産省 三浦市、中津川市

84 藤枝市

重点28

B　地方に対
する規制緩
和

09_土木・建
築

優良田園住宅建設
計画の認定に係る都
道府県知事との協議
の廃止

市町村が優良田園住宅建設計画を認定しようとする際に義務付けられている、優良田園
住宅の建設の促進に関する法律第４条第４項に基づく都道府県知事との協議を廃止する
こと。

優良田園住宅の建設の促進に関する法律第４条第４項 農林水産省、国土交通省

85 藤枝市 B　地方に対
する規制緩
和

09_土木・建
築

優良田園住宅に係る
敷地面積並びに建ぺ
い率及び容積率要件
の緩和を可能とする
こと

優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令第１条及び第２条を改正し、市町村の
策定する優良田園住宅建設の促進に関する基本方針や条例 において、地域の実情に
応じて優良田園住宅の要件の緩和を可能とすること。

優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令第１条、第２条 農林水産省、国土交通省

86 中核市市長会 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 借家を災害救助法に
基づく「住宅の応急
修理」の対象とする
場合における資力の
確認事務の簡略化

災害救助法に基づく「住宅の応急修理」制度における資力の有無の確認事務について、
持家の場合は、平成28年に具体的な所得基準が撤廃された上、更なる弾力運用を図る
ために、資力有無の判断に当たっては「資力に関する申出書」を提出するだけでよいこと
とされているため、借家についても同様の取扱いを可能とすること等の事務負担軽減策
を講じることを求める。

災害救助法、災害救助事務取扱要領 内閣府 川崎市、相模原市、名古屋
市、岡山県、笠岡市、熊本市

87 中核市市長会

重点33

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

業務管理体制の整
備に関する届出事項
の変更手続の見直し
について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉
サービス事業者等について、指定事業者として定められた変更の届出と、業務管理体制
の整備として定められた変更の届出双方の変更の届出内容が重複する場合には業務管
理体制の整備に関する変更の届出を省略可とすること。

【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律】
（障害福祉サービス事業者及び障害者支援施設）第46条第１項、第51条の２第３項
（相談支援事業者）第51条の25第１項及び第３項、第51条の31第３項
【児童福祉法】
（障害児通所支援事業者）第21条の５の20第３項、第21条の５の26第３項
（障害児相談支援事業者）第24条の32第１項、第24条の38第３項

こども家庭庁、厚生労働
省

苫小牧市、仙台市、郡山市、
八王子市、川崎市、長野県、
兵庫県、笠岡市、熊本市



89 北区 A　権限移
譲

03_医療・福
祉

児童相談所を教育委
員会が所管する機関
として設置することが
できるよう、児童福祉
法上の一時保護に係
る権限等を地方公共
団体の長から教育委
員会へ委任可能とす
ること

①児童福祉法に規定される、立入調査（同法第29条）及び一時保護（同法第33条第２項）
等に係る地方公共団体の長の権限を教育委員会に委任することができることとする規定
を設けること。
②児童相談所長及び所員は地方公共団体の長の補助機関である職員とする児童福祉
法第12条の３第１項を改正し、教育委員会の補助職員についても配置可能とすること。

児童福祉法第12条の３第１項
児童福祉法第29条
児童福祉法第33条第２項

こども家庭庁、文部科学
省

羽後町、横浜市、長野県

90 天理市 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

介護福祉士による糖
尿病患者等へのイン
スリン注射を可能と
すること

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則で規定されている介護福祉士が行うことのでき
る医師の指示の下に行われる行為は、
①口腔内の喀かく痰たん吸引
②鼻腔内の喀痰吸引
③気管カニューレ内部の喀痰吸引
④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
⑤経鼻経管栄養
に限られている。これらの行為に、糖尿病患者等へのインスリン注射を含めるよう、対象
行為の緩和を求める。

社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条

厚生労働省 長野県、兵庫県

91 横浜市 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 条例公布時の長の
署名における電子署
名による方法の追加

条例の公布の際の長の署名について、地方議会における会議録の例と同様に、電子署
名による方法も可能とするよう関係法令の改正を求める。

地方自治法第16条第４項、公告式条例準則及び地方自治法第一六条関係質疑応
答集送付について（昭和25年７月14日自行発第129号 各都道府県総務部長あて
地方自治庁行政課長通知）

総務省 山形県、福島市、埼玉県、加
須市、府中市、兵庫県

92 横浜市

重点19

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

地域型保育給付費
等の支出に係るルー
ルの明確化

地域型保育給付費等について、給付費の本来の趣旨に則った支出がなされ、施設・事業
の運営が適正に行われていることを市町村が確認、指導を行えるよう、地域型保育等に
要する費用に支出するというルールを明確化することを求める。

児童福祉法、子ども・子育て支援法、令和３年10月１日自治体向けＦＡＱ【第19.1
版】

こども家庭庁 札幌市、千葉市、川崎市、相
模原市、長野県、大阪市、熊
本市

93 横浜市 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

子ども子育て支援事
務（教育・保育等の
給付）におけるマイナ
ンバーによる税情報
連携項目の追加

教育・保育給付認定、施設等利用給付認定に関する事務手続において、対象児童の父
母及び扶養義務者の住民税課税情報のうち、地方税情報の「本人該当区分：同一生計
配偶者」について、マイナンバーによる情報連携を可能とすること。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成
25年法律第27号）第19条第８号、別表第２の116
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表
第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令（平成26年内閣府・総務省令
第７号）第59条の２の２
子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第27条～第30条

こども家庭庁、デジタル
庁、総務省

札幌市、旭川市、仙台市、千
葉市、川崎市、相模原市、新
潟市、長野県、浜松市、沼津
市、小牧市、草津市、大阪
市、枚方市、熊本市、鹿児島
市

94 苫小牧市 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

地域包括支援セン
ターの業務負担軽減
方策の構築（介護予
防支援と居宅介護支
援の介護報酬設定
方法の明確化等・逓
減制の緩和）

介護予防支援と居宅介護支援の介護報酬設定方法の明確化・適切な報酬設定を行うと
ともに、指定介護予防支援事業者から委託を受けた介護予防支援の利用者について取
扱件数の算定から除くなどの居宅介護支援費の逓減制の見直しを行うなど、地域包括支
援センターの業務負担を軽減する方策の構築を求める。

介護保険法第46条、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、
指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準

厚生労働省 仙台市、鶴岡市、ひたちなか
市、足利市、川越市、越谷
市、中野区、三鷹市、横浜
市、相模原市、海老名市、綾
瀬市、御嵩町、小牧市、大阪
市、堺市、安来市、広島市、
高松市、高知県、熊本市、沖
縄県



95 群馬県、新潟県 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 保有個人情報の開
示の実施の方法等
の申出を口頭でも可
能とすること

保有個人情報の開示の実施の方法その他の政令で定める事項の申出の方法について、
文書の提出でなく口頭でも可能とする。

個人情報の保護に関する法律第87条第３項、個人情報の保護に関する法律施行
令第26条

個人情報保護委員会 宮城県、山形県、ひたちなか
市、高崎市、彦根市、熊本
市、宮崎県

96 群馬県、栃木県、
川越市、神奈川
県、新潟県、山梨
県、静岡県、高知
県

B　地方に対
する規制緩
和

06_環境・衛
生

PRTR制度における
電子情報処理組織
使用届出書に関する
規制緩和

PRTR制度における電子届出について、電子情報処理組織使用届出書を廃止する。
その代替として、入力事項確認機能を新たに電子届出システムに付与した上で、使用届
出提出に相当する手続をシステム上で行えるようにする。また、仮パスワードも直接事業
者に送信される等、事業者が行う手続き全てオンラインで行うことができるようにする。

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
施行規則第12条

経済産業省、環境省 札幌市、青森県、宮城県、茨
城県、長野県、浜松市、豊橋
市、滋賀県、京都府、大阪
府、奈良県、和歌山県、岡山
県、徳島県、吉野川市、沖縄
県

97 砥部町、松山市、
八幡浜市、四国中
央市、東温市、上
島町、久万高原
町、松前町、伊方
町、松野町、鬼北
町

B　地方に対
する規制緩
和

06_環境・衛
生

狂犬病予防注射の
実施時期等の見直し
について

狂犬病予防法施行規則における注射済票の交付について、毎年３月２日から同月31日
までの間に実施する狂犬病予防注射で翌年度の注射済票を交付する規定を撤廃し、４月
１日を境に交付年度を分けるよう、見直しを求める。それに伴い、予防注射の時期につい
て、「４月１日から６月30日までの間に１回受けさせなければならない」とするのではなく、
通年接種できるよう、見直しを求める。

狂犬病予防法施行規則第11条第１項、第12条第５項 厚生労働省 旭川市、栃木市、鹿沼市、千
葉市、上田市、枚方市、寝屋
川市、吉野川市、宮崎県

98 京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県、
関西広域連合

重点34

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

医薬品等の国家検
定に係る都道府県経
由事務の廃止等の
見直し

医薬品等の国家検定について、都道府県経由事務を廃止し、検定申請等を事業者から
直接、検定機関（国立感染症研究所）に提出する形とすることを求める。都道府県経由事
務の完全な廃止が困難な場合は、手続をオンライン化し、オンラインにより手続がされた
場合の都道府県経由事務に限り廃止するなど、都道府県及び事業者の負担軽減に資す
る見直しを求める。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第
58条

厚生労働省

99 京都府

重点29

B　地方に対
する規制緩
和

09_土木・建
築

宅地建物取引業者
の事業者名簿等の
閲覧制度に係る対象
書類の簡素化

宅地建物取引業者に係る事業者名簿や申請書類等の閲覧制度について、インターネット
閲覧の対象から個人情報が含まれる書類を除くなどの簡素化を求める。

宅地建物取引業法第10条 国土交通省 奈良県、徳島県、高知県

100 我孫子市

重点11

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

介護保険法に基づく
居宅介護支援事業
所に所属する認定調
査員の調査範囲の
見直し

介護保険・要介護（要支援）認定調査における居宅介護支援事業所に所属する認定調査
員の調査範囲について、更新調査のみでなく新規の調査を可能とするよう見直しを求め
る。

介護保険法第27条第２項、第24条の２、介護保険法施行令第11条の２第２項、介
護保険法施行規則第34条の２第２項第３号、第34条の３

厚生労働省 函館市、盛岡市、ひたちなか
市、足利市、船橋市、川崎
市、御嵩町、浜松市、枚方
市、羽曳野市、安来市、広島
市、高知県

102 埼玉県 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 公益認定申請に係る
納税情報の連携を可
能とし納税証明書の
添付を不要とするこ
と

内閣府が構築している公益認定等総合情報システム（PICTIS）における国、都道府県、市
町村の納税情報連携機能を実装すること（例：PICTISと既存システム（e-TaxやeLTAXな
ど）を連携させ、既存システムから納税情報を取得できるようにする）。
上記の早期実現が難しい場合、既存システムとの連携により納税情報の取得が可能とな
るまでの経過措置として、納税情報に係る地方公共団体独自の情報連携体制（納税情報
のバックオフィス連携システム等）が構築されている場合には、該当する地方公共団体の
納税証明書に限り添付を省略できる旨を公益認定法施行規則第５条第３項第６号に追加
すること。

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第７条第２項第６号、公益
社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第５条第３項第６号

内閣府 山形県、相模原市、長野県、
兵庫県、香川県



103 埼玉県 B　地方に対
する規制緩
和

05_教育・文
化

文部科学省WEB調
査システム
（EduSurvey）での私
立学校への調査にか
かる都道府県経由事
務の廃止

文部科学省WEB調査システム（EduSurvey）の本格稼働にあたり、私立学校への調査の
際の都道府県経由事務（督促、回答確認等）を廃止すること

事務連絡
学校安全の推進に関する計画に係る取組状況調査の実施について
事務連絡
体罰に係る実態把握について
事務連絡
令和４年度特別支援教育に関する調査について
等

文部科学省 茨城県、神奈川県、兵庫県、
山口県、宮崎県、鹿児島県

104 埼玉県 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 バックオフィス連携
（情報連携）を利用し
て取得した納税情報
により、優良廃棄物
業者認定制度におけ
る優良認定申請時に
必要な都道府県税を
滞納していないことを
証する書類の添付を
省略可能とすること
又は添付省略可能で
あることの明確化等

優良産廃処理業者認定にかかる申請手続きにおいて、バックオフィス連携（情報連携）に
より必要な納税情報が確認できれば都道府県税を滞納していないことを証する書類（納
税証明書等）の添付を省略できるよう規制緩和を行うこと。
現行規定で添付省略が可能であれば、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
上、当該書類の添付を義務付ける規定があることから、バックオフィス連携（情報連携）に
より必要な納税情報が確認できれば都道府県税を滞納していないことを証する書類（納
税証明書等）の添付を省略できる旨を明確化すること。
さらに、将来的には産業廃棄物処理業の許可申請手続等の電子化の推進に向けた法整
備を行い、国が国、都道府県、市町村の納税情報連携機能等、公的証明書の確認に必
要な関係行政庁とのネットワーク構築を含めた電子申請システムの構築を目指すこと。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条、第14条の４、廃棄物の処理及び清
掃に関する法律施行令第６条の９、第６条の11、第６条の13、第６条の14、廃棄物
の処理及び清掃に関する法律施行規則第９条の２第２項、第９条の３、第10条の４
第２項、第10条の４の２、第10条の12第２項、第10条の12の２、第10条の16第２項、
第10条の16の２、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル

環境省 川崎市、山梨県、滋賀県、兵
庫県、徳島県

105 埼玉県、栃木県、
さいたま市、川越
市、越谷市、神奈
川県、新潟県、山
梨県

B　地方に対
する規制緩
和

06_環境・衛
生

PRTR届出システム
の利用開始及び届
出情報変更の手続に
おける都道府県経由
事務の廃止

PRTR届出システムの利用開始及び届出情報変更の手続における都道府県経由事務を
廃止すること。

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
第５条、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関す
る法律施行規則第11条、第12条

経済産業省、環境省 札幌市、青森県、宮城県、茨
城県、千葉市、長野県、浜松
市、豊橋市、滋賀県、京都
府、奈良県、和歌山県、岡山
県、徳島県、吉野川市、沖縄
県

106 埼玉県 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

厚生労働大臣又は
都道府県知事が保
険医療機関等に対し
て指導及び監査業務
を行う際、診療報酬
明細書を収集できる
ことの明確化

厚生労働大臣又は都道府県知事が保険医療機関等に対して指導及び監査業務を行う
際、診療報酬明細書を収集できることを通知等（通知、指導大綱・監査要綱など）で明確
化すること。

健康保険法第73条・78条、船員保険法第59条、国民健康保険法第41条・45条の
２、高齢者の医療の確保に関する法律第66条・72条、保険医療機関等及び保険医
等の指導及び監査について（平成７年12月22日付保発第117号）

厚生労働省 茨城県、柏市、神奈川県、長
野県、京都府、大阪府、岡山
県

107 埼玉県 B　地方に対
する規制緩
和

09_土木・建
築

建設業許可申請に係
る納税情報の連携を
可能とし納税証明書
の添付を不要とする
こと

①建設業許可・経営事項審査電子申請システムにおける都道府県知事への建設業の許
可申請及び毎事業年度経過後の書類提出について、当該システムの連携機能を用いて
都道府県事業税の納税情報を取得することで、納税情報を自動添付することが可能とな
る機能を早期に実装する。
②上記の機能が実装されるまでの当面の措置として、都道府県独自の納税情報に係る
情報連携体制が構築されている場合には、都道府県知事への許可申請等に係る事業税
の納税証明書の添付を省略可能とする。

建設業法第６条第１項第６号、第11条第２項
建設業法施行規則第４条第１項第15号、同条第３項、第10条第１項第４号
電子情報処理組織を使用して建設業の許可を申請する場合に提出を省略すること
ができる書面又は書類を定める件（令和４年12月28日付け国土交通省告示第1302
号）
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第６条第１項

国土交通省 茨城県、長野県、大阪府、兵
庫県、高知県

108 埼玉県、新潟県、
岐阜県、沖縄県

B　地方に対
する規制緩
和

09_土木・建
築

施工合理化調査、施
工形態動向調査、施
工状況モニタリング
調査及び公共工事
機械設備共同調査
のオンライン化

施工合理化調査、施工形態動向調査、施工状況モニタリング調査及び公共工事機械設
備共同調査において、オンライン調査を導入すること。

令和４年度施工合理化調査、施工形態動向調査、施工状況モニタリング調査及び
公共工事機械設備共同調査の協力について(依頼)（令和４年４月８日国総公第４
号国土交通省総合政策局公共事業企画調整課長通知）

国土交通省 茨城県、石川県、浜松市、京
都府、兵庫県、奈良県、吉野
川市、高知県

109 埼玉県、福島県、
静岡県、さいたま
市、行田市、所沢
市、東松山市、深
谷市、上尾市、入
間市、朝霞市

B　地方に対
する規制緩
和

05_教育・文
化

文化財関係国庫補
助金申請等手続の
電子化

文化財関係国庫補助金の手続において、現状の紙媒体での提出方法を早急に見直すこ
と。
①見直しに当たっては、手続に係るオンラインシステムを構築し、申請や計画変更承認等
の手続を同システム内で完結できることが望ましい。
②システムの構築に時間を要する場合、ＰＤＦ等電子データでの提出を可能とすること。さ
らに、データ容量が膨大になることが想定されることから、BOX（クラウドストレージ）での
提出を可とすること。

文化庁文化財補助金交付規則、文化財保存事業費関係補助金交付要綱、文化財
保存事業費関係国庫補助実施要領及び各国庫補助要項
令和４年10月14日付け事務連絡「令和５年度文化財補助事業計画について（照
会）」

文部科学省 宮城県、羽後町、福島市、茨
城県、ひたちなか市、前橋
市、豊橋市、羽曳野市、兵庫
県、広島市、熊本市



110 埼玉県、深谷市、
上尾市、越谷市

B　地方に対
する規制緩
和

08_消防・防
災・安全

青色回転灯等装備
車の証明等に係る申
請等手続のオンライ
ン化等

①青色回転灯等装備車の証明等の申請手続における申請書及び添付書類について、
PDF等電子データでの提出を可能とし、オンライン化を可能とすること。
②適切なパトロールの継続性を確保するための申請団体に対する講習について、「講習
の効果の確認」及び「受講者の確認」の方法を参考事例と併せて明確に示し、オンライン
による実施を可能とすること。
③上記①、②について、現行規定で可能なのであれば、その旨を明確化すること。

「自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯等を装備する場合の取り扱
いについて」の手続について（通達）　令和４年12月15日付け警察庁丁生企発第
659号

警察庁 千葉市、八王子市、川崎市、
相模原市、愛知県

111 浜松市 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

特定教育・保育施設
及び特定地域型保
育事業者の利用定
員の増加申請におけ
る代表者の生年月日
等の記載事項の削
除

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の利用定員を増加しようとする際の申
請に係る記載事項から「代表者の生年月日、住所及び職名」を削除すること。

子ども・子育て支援法第31条第１項、第32条第１項、第35条第１項、第43条第１項、
第44条、第47条第１項
子ども・子育て支援法施行規則第29条、第31 条、第33条第１項、第39条、第40条、
第41条第１項

こども家庭庁 旭川市、千葉市、横浜市、相
模原市、新潟市、長野県、大
阪市、熊本市、鹿児島市

112 浜松市 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

幼保連携型認定こど
も園における園庭の
面積基準に係る園児
の年齢基準日の明
確化

幼保連携型認定こども園の設備基準における園庭の面積基準について、園児の年齢基
準日を年度初日の前日とし、その旨の明確化を求める。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第13
条第２項
幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第１条
第１項第２号、第６条第７項

こども家庭庁、文部科学
省

札幌市、旭川市、千葉市、横
浜市、相模原市、新潟市、長
野県、島根県、熊本市、鹿児
島市

113 浜松市 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

認可外保育施設が
利用者へ交付する書
面における管理者の
住所の記載の削除

認可外保育施設において、施設設置者が利用者に対して交付する書面の記載事項か
ら、管理者の住所を削除することを求める。

児童福祉法第59条の２の４
児童福祉法施行規則第49条の６第２号

こども家庭庁 札幌市、千葉市、横浜市、相
模原市、新潟市、長野県、大
阪市、熊本市、鹿児島市

114 浜松市 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

一時預かり事業の開
始に係る提出書類の
うち収支予算書等の
提出を不要とするこ
と

一時預かり事業を開始する際の届出において児童福祉法施行規則第36条の33第１項及
び第２項において提出が義務付けられている収支予算書、事業計画書及び定款につい
て、認定こども園、保育所等において通常の保育サービスと一体的に運営されている場
合は、提出を不要とすること。

児童福祉法第34条の12第１項
児童福祉法施行規則第36条の33各項

こども家庭庁、文部科学
省

札幌市、千葉市、相模原市、
新潟市、長野県、沼津市、大
阪市、大村市、熊本市

115 浜松市

重点30

B　地方に対
する規制緩
和

02_農業・農
地

施設更新に係る国営
土地改良事業の申
請に当たっての受益
農業者の同意徴集を
省略できる要件の緩
和

土地改良施設の施設更新に係る国営・都道府県営土地改良事業の申請に当たって、施
設の再編や増設及び機能向上を伴う場合であっても、受益者の基本的な受益の態様に
変動を生じず権利利益を侵害するおそれのないものについては、受益者の同意徴集を不
要とできるよう、土地改良法第85条の３第２項の例外規定の取扱いの緩和及び土地改良
法施行規則第38条の２の２の要件緩和を求める。

土地改良法第85条の３第２項
土地改良法施行令第48条の２、第50条の２の３
土地改良法施行規則第38条の２の２
平成18年農林水産省告示第1272号（土地改良法施行規則第38条の２等に規定す
る主要工事計画等であって農林水産大臣が定めるもの）

農林水産省 千葉市、横浜市、広島市、熊
本市

117 指定都市市長会 B　地方に対
する規制緩
和

05_教育・文
化

公立学校施設整備
費国庫負担事業の
事務処理方針におい
て、２か年を限度とさ
れている公立学校施
設整備費負担金の
国庫債務負担につい
て、２か年を超える設
定を可能とすること

公立学校施設整備費国庫負担事業の事務処理方針（６-（１）-１）において、公立学校施
設整備費負担金の国庫債務負担は２か年以内とされているが、２か年を超える設定を可
能とするよう見直しを求める。

公立学校施設整備費国庫負担事業の事務処理方針 文部科学省 岩手県、羽後町、茨城県、千
葉市、松戸市、東京都、相模
原市、海老名市、豊橋市、三
重県、京都府、大阪市、兵庫
県、鳥取県、島根県、岡山
県、広島市、高松市、熊本
市、宮崎県



118 指定都市市長会 B　地方に対
する規制緩
和

07_産業振
興

住宅宿泊事業法の
施行状況の検討を踏
まえた適切な情報提
供及び法解釈の明
確化

住宅宿泊事業法の施行状況の検討を踏まえた適切な情報提供を行うこと、及び同法にお
ける宿泊日の要件などの解釈が曖昧な点を明確化すること

住宅宿泊事業法第２条第３項
住宅宿泊事業法施行令
住宅宿泊事業法施行規則
住宅宿泊事業法施行要領（ガイドライン）
住宅宿泊事業の届出に係る手続の適正な運用について（平成30年11月22日付け
生食発1122第1号、国住指第2802号、観観産第561号厚生労働省大臣官房生活衛
生・食品安全審議官、国土交通省住宅局長、国土交通省観光庁次長通知）

厚生労働省、国土交通省 札幌市、茨城県、相模原市、
大阪府、寝屋川市、兵庫県、
岡山県、高知県

119 指定都市市長会 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 「地方公共団体の物
品等又は特定役務
の調達手続の特例を
定める政令」の適用
除外となる調達契約
の範囲の見直し

「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」の適用除外と
なる調達契約の範囲の見直し（再エネ電力の調達契約の適用除外化）

政府調達に関する協定（ＷＴＯ政府調達協定）
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令

総務省、外務省 札幌市、盛岡市、相模原市、
山梨県、浜松市、熊本市

120 指定都市市長会 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

国民健康保険法に基
づく指導・監査及び
厚生労働省通知に基
づく適時調査に係る
経済上の措置事務
の電子化

保険医療機関等への国または都道府県の指導、監査及び適時調査に係る経済上の措
置事務を紙資料ではなく、電子システムで行えるよう改善を求める。

国民健康保険法第41条、国民健康保険法第45条の２、「特掲診療料の施設基準等
及びその届出に関する手続きの取扱いについて（令和４年３月４日保医発0304第３
号）」、「保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について（平成7年12月22
日保発第117号厚生省保険局長通知）」、指導大綱・監査要綱、適時調査実施要領

厚生労働省 北海道、札幌市、旭川市、盛
岡市、茨城県、埼玉県、柏
市、東京都、神奈川県、相模
原市、海老名市、長野県、浜
松市、大阪市、兵庫県、岡山
県、広島市、徳島県

121 指定都市市長会

重点35

B　地方に対
する規制緩
和

05_教育・文
化

地方自治法に定める
歳入歳出外現金に学
校徴収金を含めるこ
と

学校徴収金の徴収・管理業務を地方自治体が行うことに係る歳入歳出外現金の対象範
囲の拡大

地方自治法第235条の４、地方自治法施行令第168条の７、地方自治法施行規則
第12条の５

総務省、文部科学省 札幌市、羽後町、茨城県、千
葉市、相模原市、浜松市、岡
山県、熊本市

123 指定都市市長会 B　地方に対
する規制緩
和

08_消防・防
災・安全

災害救助法に基づく
障害物の除去におけ
る期間延長の運用の
見直し

災害救助法施行令第２条第２号の規定に基づく「災害によって住居又はその周辺に運ば
れた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているもの（障害物）の除去」にお
ける期間延長の運用について、災害救助法施行令１条第１項第４号が適用される等大規
模な災害が発生した際には、一般基準で定められた期間の延長を、被災状況の確認に
時間を要することが明らかで、障害物の除去に要する期間について具体的な根拠が示す
ことができない場合でも、一定期間の延長を認めるなど、被災状況に即した運用とするこ
と。

災害救助法第４条第１項第10号
災害救助法施行令第２条第２号
平成25年内閣府告示第228号第12条
災害救助事務取扱要領（令和４年７月）第 ４

内閣府 札幌市、旭川市、ひたちなか
市、相模原市、兵庫県、岡山
県、吉野川市、熊本市

124 指定都市市長会 B　地方に対
する規制緩
和

08_消防・防
災・安全

災害救助法に基づく
障害物の除去におけ
る対象物の明確化

災害救助法施行令第２条第２号の規定に基づく「災害によって住居又はその周辺に運ば
れた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているもの（障害物）の除去」にお
ける対象物の明確化

災害救助法第４条第１項第10号
災害救助法施行令第２条第２号
平成25年内閣府告示第228号第12条
災害救助法の制度概要（令和４年７月版）

内閣府 札幌市、旭川市、相模原市、
兵庫県、岡山県、吉野川市、
熊本市

125 指定都市市長会 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

特定教育・保育施設
及び特定地域型保
育事業者の利用定
員の増加申請におけ
る代表者の生年月日
等の記載事項の削
除

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の利用定員を増加しようとする際の申
請に係る記載事項から「代表者の生年月日、住所及び職名」を削除すること。

子ども・子育て支援法第31条第１項、第32条第１項、第35条第１項、第43条第１項、
第44条、第47条第１項
子ども・子育て支援法施行規則第29条、第31 条、第33条第１項、第39条、第40条、
第41条第１項

こども家庭庁 札幌市、旭川市、千葉市、横
浜市、相模原市、新潟市、長
野県、大阪市、熊本市



126 指定都市市長会 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

幼保連携型認定こど
も園における園庭の
面積基準に係る園児
の年齢基準日の明
確化

幼保連携型認定こども園の設備基準における園庭の面積基準について、園児の年齢基
準日を年度初日の前日とし、その旨の明確化を求める。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第13
条第２項
幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第１条
第１項第２号、第６条第７項

こども家庭庁、文部科学
省

札幌市、旭川市、千葉市、横
浜市、相模原市、新潟市、長
野県、熊本市

127 指定都市市長会 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

認可外保育施設が
利用者へ交付する書
面における管理者の
住所の記載の削除

認可外保育施設において、施設設置者が利用者に対して交付する書面の記載事項か
ら、管理者の住所を削除することを求める。

児童福祉法第59条の２の４
児童福祉法施行規則第49条の６第２号

こども家庭庁 札幌市、千葉市、横浜市、相
模原市、新潟市、長野県、大
阪市、熊本市

128 指定都市市長会 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

一時預かり事業の開
始に係る提出書類の
うち収支予算書等の
提出を不要とするこ
と

一時預かり事業を開始する際の届出において児童福祉法施行規則第36条の33第１項及
び第２項において提出が義務付けられている収支予算書、事業計画書及び定款につい
て、認定こども園、保育所等において通常の保育サービスと一体的に運営されている場
合は、提出を不要とすること。

児童福祉法第34条の12第１項
児童福祉法施行規則第36条の33各項

こども家庭庁、文部科学
省

札幌市、千葉市、横浜市、相
模原市、新潟市、長野県、大
阪市、熊本市

129 指定都市市長会 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

介護保険制度に係る
申請に添付する被保
険者証等について電
子での提出を可能と
すること

介護保険制度の申請における被保険者証等の添付に関して電子的方法での提出を可能
とすることによる行政手続きのオンライン化の促進を求める。

介護保険法第27条第１項、第32条第１項、第37条第３項、介護保険法施行規則第
33条第２項、第35条第１項、第40条第１項、第42条第１項、第49条第１項、第54条
第１項、第55条の２第１項第59条第１項、第77条第１項、第83条の６、第95条の２第
１項

厚生労働省 札幌市、旭川市、盛岡市、茨
城県、ひたちなか市、足利
市、千葉市、東久留米市、相
模原市、浜松市、広島市、高
知県、熊本市

131 指定都市市長会、
大治町

重点20

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

育児休業給付金の
支給延長に係る受給
資格確認手続きの見
直し

「保育所入所保留通知書」の取得といった育児休業給付の支給延長に係る受給資格確
認手続きを見直し、入所意思がない者からの保育所等の入所申込みに対する入所選考
等の事務負担が市町村に生じないようにすること。
（例）
・延長制度を撤廃し、子が２歳に達するまでの間、支給可能とする
・支給延長の申込みを受けたハローワークが、保育所等の利用状況を市町村に照会する
・「保育所等を利用していない旨の証明」を以て、支給期間を延長する
・申請を電子化し、保育及び支給延長の申請状況を連携させる　等

雇用保険法第61条の７第１項
雇用保険法施行規則第101条の25第１号
「育児休業・給付の適正な運用・支給及び公平な利用調整の実現等に向けた運用
上の工夫等について」（平成31年２月７日付け厚生労働省子ども家庭局保育課事
務連絡）「育児休業給付の内容と支給申請手続」（厚生労働省都道府県労働局・公
共職業安定所（ハローワーク））

こども家庭庁、厚生労働
省

札幌市、越谷市、千葉市、荒
川区、相模原市、新潟市、長
野県、浜松市、小牧市、草津
市、守口市、熊本市

132 指定都市市長会 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

市町村子ども・子育
て支援事業計画の中
間年における見直し
基準の緩和

待機児童を巡る状況に変化が生じていることなどを踏まえ、市町村子ども・子育て支援事
業計画の中間年の見直しについて、「教育・保育給付認定を受けた保護者の認定区分ご
との人数が、量の見込みと10％以上乖離している場合には、原則として見直しが必要」と
されているところを、例外事由として、「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提
供体制を確保するための適切な対策を講じている場合には、市町村の判断により見直し
は行わない」ことを加え、市町村が見直しの要否を判断できることを明らかにすること。

「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子
育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業
の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（令和５年内閣府告示第27号）
「市町村子ども・子育て支援事業計画等に関する中間年の見直しのための考え方
について（作業の手引きの送付）」（平成29年１月27日内閣府通知）
「第二期市町村子ども・子育て支援事業計画等に関する中間年の見直しのための
考え方について」（令和４年３月18日内閣府通知）

こども家庭庁 札幌市、旭川市、茨城県、千
葉市、横浜市、相模原市、海
老名市、長野県、浜松市、草
津市、熊本市

133 特別区長会

重点12

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

民生委員・児童委員
の選任要件の緩和
等

民生委員・児童委員を選任するに当たり、在住者だけではなく在勤者も委嘱できるように
するなど、今後の本制度の持続可能性を高める観点から、担い手不足の解消を図るため
の制度の見直しを求める。

民生委員法第６条第１項、児童福祉法第16条第２項 こども家庭庁、厚生労働
省

高崎市、藤岡市、浜松市、半
田市、豊川市、京都府、大阪
府、大阪市、寝屋川市、羽曳
野市、兵庫県、笠岡市、広島
市、高知県、熊本市、沖縄県



134 特別区長会、郡山
市、高知県

B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 署名用電子証明書
の失効要件の緩和
等

現行制度では、住所異動等に伴い住民票の内容に変更があった場合、署名用電子証明
書が失効するが、署名用電子証明書に住民票変更内容を自動的に反映すること等によ
り、当該証明書に 新の住所等の情報が書き込まれている状態を担保しつつ、失効せず
に引き続き利用することができるよう、失効要件の緩和及び住民票と署名用電子証明書
を連動するためのシステム改修等必要な措置を講じていただきたい。
なお、昨年度において、マイナンバーカードの更新等について、市区町村の窓口を介さ
ず、マイナポータル等で手続きが可能となるよう、他団体より提案があったところだが、当
該議論に本件も併せて検討していただき、必要な措置を講じていただきたい。

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第12
条、第15条

デジタル庁、総務省 札幌市、旭川市、盛岡市、宮
城県、仙台市、羽後町、いわ
き市、小山市、前橋市、三郷
市、千葉市、小平市、浜松
市、豊橋市、半田市、高槻
市、八尾市、富田林市、寝屋
川市、西宮市、倉敷市、井原
市、東温市、八女市、熊本
市、宮崎市

137 広島県、中国地方
知事会

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

課税情報を虐待リス
クのデータ分析に活
用できるようにするこ
と

地方公共団体の関係部局が分散管理している各種データを分野横断的に連携させ、潜
在的に支援が必要なこどもや家庭を早期に発見し、予防的な支援を行うために、市町村
において、本人同意を得ることなく個人住民税課税台帳情報の内部利用を可能とするこ
と。

地方税法第22条、児童福祉法第10条 こども家庭庁、デジタル
庁、総務省

盛岡市、茨城県、長野県、京
都府、笠岡市、高知県

139 広島県、宮城県、
愛媛県、中国地方
知事会

重点23

B　地方に対
する規制緩
和

01_土地利
用（農地除
く）

既存の計画を離島振
興計画と位置付ける
ことを可能とすること
等

離島振興計画の記載事項を全て包含する他の計画を既に策定している場合には、当該
計画を離島振興計画と位置付けることができるように法令上の対応をし、又は運用を見
直す。
既存計画が離島振興計画の記載事項を全て包含していない場合には、当該記載事項を
別に取りまとめることにより記載事項を充足することが可能となるように法令上の対応を
し、又は運用を見直す。

離島振興法第４条第１項 総務省、文部科学省、厚
生労働省、農林水産省、
経済産業省、国土交通
省、環境省

島根県、高知県

140 広島県、宮城県、
中国地方知事会

重点７

B　地方に対
する規制緩
和

07_産業振
興

地域再生エリアマネ
ジメント負担金制度
に係る事務の主体及
び活動計画期間の
見直し

地域再生エリアマネジメント負担金制度における、地域来訪者等利便増進活動計画の認
定、負担金条例の制定、受益者からの負担金の徴収及び活動主体への交付金の交付
の事務については、活動エリアが複数の自治体の区域をまたがる場合には、地域の実情
に応じて市町村以外にも都道府県又は地方公共団体の組合が事務主体となれるように
要件の見直しを求める。
また、地域来訪者等利便増進活動計画については、５年を超える場合にも制度を活用で
きるよう、地域の実情に応じた計画期間を認める規定への見直しを求める。

地域再生法第５条第４項第６号、第17条の７第１項、第２項及び第９項、第17条の８
第１項及び第２項、第17条の９第１項、地域再生エリアマネジメント負担金制度ガイ
ドライン

内閣府、国土交通省 岡山県

141 広島県、宮城県、
広島市、愛媛県、
中国地方知事会

重点14

B　地方に対
する規制緩
和

05_教育・文
化

小学校における教科
担任制加配に係る授
業時間数の下限の
見直し

小学校高学年における教科担任制を推進するための加配定数について、中山間地域や
小規模校等、地域や学校の実情に応じて、加配教員が受け持つ授業時間数等の要件緩
和を求める。

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 文部科学省 岩手県、羽後町、茨城県、川
崎市、富山県、浜松市、京都
府、八幡市、大阪市、兵庫
県、岡山県、高知県、宮崎県

142 愛知県、福島県 B　地方に対
する規制緩
和

05_教育・文
化

補助金申請等に係る
都道府県への事務
委任の廃止

国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金、国宝重要文化財等防災施設整備費補助
金、史跡等購入費補助金、文化芸術振興費補助金（地域文化総合活用推進事業のうち
地域のシンボル整備等及び地域の伝統行事等のための伝承事業（国指定等）に限る）及
び文化資源活用事業費補助金（文化観光充実のための国指定等文化財磨き上げ事業
及び文化財多言語解説整備事業に限る）の補助金交付に係る事務の都道府県知事、都
道府県教育委員会への委任を廃止し、文化庁が設置した事務局等により事務を行う。

文化庁文化財補助金交付規則、文化財保存事業費関係補助金交付要綱、文化財
保存事業費関係国庫補助実施要項、文化芸術振興費補助金（地域文化財総合活
用推進事業）交付要綱、文化資源活用事業費（観光拠点整備事業）交付要綱、文
化資源活用事業費補助金（文化財多言語解説整備事業）交付要綱、平成十二年
四月三日文部省告示第五十七号

文部科学省 兵庫県

143 愛知県、福島県、
静岡県、長崎県

B　地方に対
する規制緩
和

05_教育・文
化

補助金及び支援事
業の申請等に係る都
道府県経由事務の
廃止

文化芸術振興費補助金（地域文化財総合活用推進事業）、文化資源活用事業費補助金
（先端技術を活用した日本文化の魅力発信事業）及び伝統文化親子教室事業（教室実施
型）の補助金等の交付要望、交付申請及び応募等における都道府県経由事務を廃止
し、文化庁が事務委託により設置する事務局等により事務を行う。

文化芸術振興費補助金（地域文化財総合活用推進事業）交付要綱、文化資源活
用事業費補助金（先端技術を活用した日本文化の魅力発信）交付要綱、文化芸術
振興費補助金（伝統文化親子教室事業）交付要綱、「伝統文化親子教室事業」委
託実施要綱

文部科学省 茨城県、兵庫県



144 愛知県、美浜町、
知多市、秋田県、
高知県

B　地方に対
する規制緩
和

10_運輸・交
通

地域公共交通確保
維持事業費補助金に
おける補助系統の地
域公共交通計画へ
の位置付けを不要と
する場合の明確化

地域公共交通確保維持事業費補助金の補助要件である補助系統と地域公共交通計画
との連動化に関して、補助系統の一部沿線市町村において地域公共交通計画に位置付
けない場合であっても、補助対象として認められる「合理的理由」を事前に判断できるよう
明確化することを求める。

地域公共交通確保維持改善事業実施要領２．（１）⑫
地域公共交通計画と乗合バス等の補助制度の連動化に関する解説パンフレット

国土交通省 能勢町、兵庫県、松江市、高
松市、福岡県、久留米市、熊
本市

145 愛知県、福島県、
新潟県

B　地方に対
する規制緩
和

05_教育・文
化

地方スポーツ推進計
画の策定及び同計
画の進捗管理におけ
る負担軽減

地方スポーツ推進計画の策定にあたり、国が行う全国的な調査の都道府県毎のデータ
公表等、国において地方公共団体の策定に係る負担軽減を行う。

スポーツ基本法第10条 文部科学省 盛岡市、宮城県、羽後町、茨
城県、高崎市、所沢市、岡山
県、福岡県

146 愛知県 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

補助金における仕入
控除税額報告・返還
事務の事務簡素化

地域自殺対策強化交付金（地域自殺対策強化事業）における、消費税及び地方消費税
仕入控除税額報告・返還事務の事務簡素化を図ること。

地域自殺対策強化交付金（地域自殺対策強化事業）交付要綱 厚生労働省 神奈川県、京都府、徳島県、
高知県

147 神奈川県 B　地方に対
する規制緩
和

07_産業振
興

砂利採取業務主任
者試験に係る公告方
法の例示化

都道府県知事が行う砂利採取業務主任者試験の試験施行場所等の公告については、
砂利採取業者の登録等に関する規則第８条の規定により、都道府県の公報で公告しな
ければならないこととされている。
この公告の方法を例示化し、又は条例等に係る適用除外を可能とし、都道府県の判断で
適切な方法により公告をすることが可能となるよう、砂利採取業者の登録等に関する規則
の改正により措置することを求める。
また、公告の方法を例示化する場合は、近年のインターネットの普及を踏まえ、インター
ネットの利用を例示として挙げることを求める。

砂利採取業者の登録等に関する規則第８条 経済産業省 宮城県、茨城県、岡山県

148 神奈川県、高知県 B　地方に対
する規制緩
和

05_教育・文
化

義務教育費国庫負
担金の実支出額算
出事務の一部省略

義務教育費国庫負担金に係る交付決定の際における実支出額と 高限度額算出の一
部省略

義務教育費国庫負担法第２条、義務教育費国庫負担法に基づく教職員の給与及
び報酬等に要する経費等の国庫負担金に係る交付申請等の手続について（２文科
初第1740号令和３年３月２日通知）

文部科学省 千葉市、川崎市、名古屋市、
三重県、京都府、兵庫県、岡
山県、高知県、熊本市

149 神戸市

重点13

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

児童扶養手当等の
受給資格確認に係る
民生委員の証明及
び生活福祉資金貸
付に係る民生委員意
見書の廃止

民生委員が担当区域内すべての住民の生活実態を把握することは困難であるため、児
童扶養手当、特別児童扶養手当をはじめ、法令や通知等に「民生委員の証明」が必要と
記載があるものについては、その記載を削除することを求める。
また、生活福祉資金貸付について、全く面識の無い住民の意見書を作成することは困難
であるため、当該手続きの廃止を求める。

児童扶養手当法施行規則（昭和36年厚生省令第51号）第１条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則（昭和39年厚生省令第38号）
第１条
児童扶養手当及び特別児童扶養手当関係書類市町村審査要領について（昭和48
年10月31日付け児企第48号厚生省児童家庭局企画課長通知）
生活福祉資金貸付制度要綱第16条

こども家庭庁、厚生労働
省

旭川市、盛岡市、仙台市、白
河市、ひたちなか市、藤岡
市、春日部市、ふじみ野市、
船橋市、横浜市、川崎市、相
模原市、石川県、長野県、浜
松市、名古屋市、半田市、京
都府、大阪府、堺市、寝屋川
市、羽曳野市、豊岡市、笠岡
市、広島市、高松市、大村
市、熊本市、宮崎県、沖縄県

150 神戸市

重点15

B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 地方公務員の休暇
制度において、地域
社会に貢献する活動
に従事することを事
由とする特別休暇を
各地方公共団体の
裁量により創設でき
ることの明確化

地方公務員の休暇制度として、地域社会に貢献する活動（自治会、NPO等）に従事するこ
とを事由とする特別休暇を、各地方公共団体の裁量で創設して差し支えないこととするこ
と若しくは明確化することを求める。

地方公務員法第24条第４項、人事院規則15－14（職員の勤務時間、休日及び休
暇）（特別休暇）第22条第４号イ、ロ、ハ

総務省 札幌市、名古屋市、広島市、
熊本市



151 大治町 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

特別児童扶養手当
関係書類における公
印の廃止

特別児童扶養手当関係書類のうち、特別児童扶養手当認定請求書（様式第一号（第一
条関係））、特別児童扶養手当所得状況届（様式第六号（第四条関係））について公印廃
止を求める。

特別児童扶養手当の支給に関する法律施行規則 厚生労働省 旭川市、所沢市、越谷市、柏
市、八王子市、稲城市、横浜
市、長野県、半田市、京都
府、和泉市、奈良県、島根
県、笠岡市、吉野川市、高知
県、大村市

152 大治町 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

児童扶養手当関係
書類における公印の
廃止

児童扶養手当関係書類ののうち、児童扶養手当認定請求書、児童扶養手当所得状況
届、児童扶養手当現況届について公印廃止を求める。

児童扶養手当法施行規則 こども家庭庁 越谷市、柏市、横浜市、長野
県、京都府、奈良県、高知
県、熊本市

157 高知県、宮城県、
広島県、香川県、
須崎市、土佐清水
市、大豊町、土佐
町、大川村、日高
村、大月町

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

地域子育て支援拠点
事業の実施施設及
び実施方法の要件
緩和

地域子育て支援拠点事業実施要綱に基づく「連携型」の地域子育て支援拠点事業に関し
て、実施場所については、比較的子育て家庭が多く集まる図書館や公民館、当県が独自
に設置している小規模多機能支援拠点等、市町村の裁量により、児童福祉施設・児童福
祉事業を実施する施設以外の場所を選択することも可能とすることを求める。また、実施
方法については、近隣の児童福祉施設等や市町村の担当課の職員など、連携施設以外
の施設に勤務する職員による幅広いバックアップ体制を可能とすることを求める。

地域子育て支援拠点実施要綱（厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知） こども家庭庁 旭川市、茨城県、新潟市、長
野県、大阪府、兵庫県、広島
市

159 川崎市、仙台市、
さいたま市、相模
原市、新潟市、静
岡市、名古屋市、
京都市、大阪市、
堺市、岡山市、広
島市、北九州市

B　地方に対
する規制緩
和

07_産業振
興

住宅宿泊事業法に係
る届出等の運用の見
直し

住宅宿泊事業法における、住宅宿泊事業を営むにあたっての事業者の届出等の運用を
見直すこと

住宅宿泊事業法第３条
住宅宿泊事業法施行令
住宅宿泊事業法施行規則
住宅宿泊事業法施行要領（ガイドライン）
住宅宿泊事業の届出に係る手続の適正な運用について（平成30年11月22日付け
生食発1122第1号、国住指第2802号、観観産第561号厚生労働省大臣官房生活衛
生・食品安全審議官、国土交通省住宅局長、国土交通省観光庁次長通知）

厚生労働省、国土交通省 相模原市、大阪府、寝屋川
市、兵庫県、岡山県、高知県

160 川崎市、仙台市、
千葉市、横浜市、
相模原市、静岡
市、名古屋市、京
都市、北九州市

A　権限移
譲

05_教育・文
化

私立幼稚園の認可、
指導監督、財政措置
に係る権限の指定都
市への移譲

私立幼稚園の認可、指導監督、財政措置に係る権限を都道府県から指定都市へ移譲す
ること

学校教育法第４条、第13条、私立学校振興助成法第９条、子ども・子育て支援法第
14条、第27条、第38条、第56条　等

こども家庭庁、文部科学
省

千葉市、横浜市、相模原市、
兵庫県

163 奈良県、滋賀県、
京都府、大阪府、
兵庫県、和歌山
県、徳島県、京都
市、関西広域連合

B　地方に対
する規制緩
和

06_環境・衛
生

特定外来生物防除
事業交付金の交付
決定に係るスケ
ジュールの見直し

特定外来生物防除事業交付金について、春季から活動を開始する外来生物に対応して
いくため、年度当初から事業を実施することができるような事業スケジュールに見直して
いただきたい。

特定外来生物防除等対策事業交付要綱第６条、令和５年度特定外来生物防除等
対策事業事務手続きの手引き

環境省 盛岡市、山形県、栃木県、足
利市、栃木市、千葉県、神奈
川県、川崎市、山梨県、浜松
市、豊橋市、大阪市、岡山
県、吉野川市、福岡県、鹿児
島県

164 奈良県、大阪府、
兵庫県、神戸市、
和歌山県、鳥取
県、徳島県、関西
広域連合

B　地方に対
する規制緩
和

02_農業・農
地

特定された抗体陰性
豚に対する豚熱ワク
チンの追加接種を可
能とすること

豚熱ワクチン接種推奨地域における追加接種について、免疫付与状況等確認検査の結
果が80％以上の豚群についても、抗体陰性豚が特定されている場合にあっては、国と協
議の上、その豚に対しての追加接種を認めること。

家畜伝染病予防法第３条の２、第６条
豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針（令和２年７月１日農林水産大臣公表）第３
－２

農林水産省 岡山県



166 千葉市、横浜市、
静岡市、熊本市

B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 多様なPPP/PFI手法
導入を優先的に検討
するための指針等の
位置付けの明確化

一定規模以上の公共施設整備事業の実施に際して、PPP/PFI手法導入を優先的に検討
することとする国の指針やガイドラインについて、あくまで優先的に検討することを要請す
るものであり、義務付けるものではないことを明確にするよう求める。

多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針（令和３年改訂版）、
PPP/PFI手法導入優先的検討規程策定の手引、PPP/PFI 手法導入優先的検討規
程の策定及び運用について（令和３年６月21日付府政経シ第401号、総行地第92
号）

内閣府 高崎市、我孫子市

169 長野県

重点16

B　地方に対
する規制緩
和

04_雇用・労
働

特定地域づくり事業
協同組合制度におけ
る派遣可能な業務の
拡大

特定地域づくり事業協同組合制度において、同制度を活用する組合が安定した通年雇用
を実現できるよう、派遣可能な業務を労働者派遣法第４条で派遣が禁止されている建設
業務などに拡大すること。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第４
条

総務省、厚生労働省 埼玉県、島根県、山口県、高
知県、宮崎県

170 長野県

重点16

B　地方に対
する規制緩
和

04_雇用・労
働

特定地域づくり事業
協同組合制度におけ
る組合員以外への派
遣が可能な利用量割
合の拡大

特定地域づくり事業協同組合制度において、同制度を活用する組合が安定した通年雇用
を実現できるよう、中小企業等協同組合法により100分の20以内に制限されている組合員
以外の者による事業の利用可能な割合を拡大すること。

中小企業等協同組合法第９条の２第３項 総務省、経済産業省 埼玉県、兵庫県、島根県、山
口県

171 長野県

重点16

B　地方に対
する規制緩
和

04_雇用・労
働

特定地域づくり事業
協同組合制度におい
て組合が位置する市
町村以外への派遣
が可能となるような見
直し

特定地域づくり事業協同組合制度において、同制度を活用する組合が安定した通年雇用
を実現できるよう、人口急減地域特定地域づくり推進法により規制されている組合が位置
する市町村の区域外の事業所への派遣が可能となるよう緩和すること。

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第19
条

総務省 埼玉県、兵庫県、島根県

172 長野県 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

地域医療介護総合
確保基金（医療介護
提供体制改革推進
交付金（医療事業
分））の内示時期の
早期化

地域医療介護総合確保基金（医療介護提供体制改革推進交付金（医療事業分））につい
て、年度当初から実施される事業もあることから都道府県への交付金の内示時期を早く
し、年度当初の早期に配分額を示すこと。
交付金は、「① 1 病床機能分化・連携推進事業」、「 ① 2 病床機能再編支援事業」 、「②
在宅医療推進事業」、「③医療従事者確保事業」、「④勤務医労働時間短縮事業」の５つ
の事業区分ごとに配分されているが、都道府県が必要な事業を実施できるよう、特に「②
在宅医療推進事業」、「③医療従事者 確保事業」の配分方針については県予算編成作
業に関わることから、これを早期に示すこと 。

令和４年度医療介護提供体制改革推進交付金（医療分）の内示について（令和４
年８月５日付け厚生労働省医政局地域医療計画課・医事課事務連絡）
令和５年度地域医療介護総合確保基金（医療分）の配分方針及び調査票等の作
成について（令和５年２月21日付け厚生労働省医政局地域医療計画課・医事課事
務連絡）

厚生労働省 岩手県、茨城県、神奈川県、
川崎市、鳥取県、岡山県、山
口県、高知県、宮崎県、鹿児
島県

173 長野県 B　地方に対
する規制緩
和

01_土地利
用（農地除
く）

国土利用計画法第
24条の規定による勧
告を行う場合の土地
利用審査会への意
見聴取の義務付け
の廃止

国土利用計画法第24条第１項の規定による勧告を行う場合に必要な土地利用審査会へ
の意見聴取の義務付けの廃止を求める。

国土利用計画法第24条 国土交通省

174 長野県 B　地方に対
する規制緩
和

01_土地利
用（農地除
く）

国土利用計画法の
規定による事後届出
の状況把握に係る土
地取引規制実態統
計処理システムの入
力の簡素化

国土利用計画法第23条第１項の規定による事後届出の状況についての国土交通省への
報告に当たって利用する土地取引規制実態統計処理システムについて、データを入力し
たEXCELファイルをシステムに取り込めるようにするなど、入力を容易にする機能の追加
を求める。

昭和54年６月25日付54国土利第243号・54国土地第265号「土地取引規制実態統
計の電子計算機による処理について」

国土交通省 千葉県、横浜市



178 福岡県、高知県、
沖縄県、九州地方
知事会

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

「医療介護提供体制
改革推進交付金」の
過年度積み立て残活
用に係る過年度計画
の変更を不要とする
こと

「医療介護提供体制改革推進交付金」について、過年度積立残を活用する場合に国へ提
出する都道府県計画は、積立年度ベースではなく、事業の実施年度ベースのみの策定と
し、過年度の変更計画の策定を不要とすること。

「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」（平成元年法
律第64号）第４条第１項、「地域における医療及び介護を総合的に確保するための
基本的な方針」（平成26年厚生労働省告示第354号）、医療介護提供体制改革推
進交付金交付要綱

厚生労働省 岩手県、茨城県、千葉県、神
奈川県、山梨県、京都府、兵
庫県、鳥取県、岡山県、山口
県、徳島県、高知県、宮崎
県、鹿児島県

179 仙台市、札幌市、
角田市、岩沼市、
東松島市、蔵王
町、さいたま市、千
葉市、横浜市、川
崎市、相模原市、
新潟市、静岡市、
名古屋市、堺市、
神戸市、岡山市、
広島市、福岡市、
熊本市

B　地方に対
する規制緩
和

09_土木・建
築

長期優良住宅の認
定を受けた区分所有
住宅及び大規模の
修繕等が行われたマ
ンションに対する固定
資産税の減額の申
告対象者にマンショ
ン管理組合等の管理
者を加えること

長期優良住宅の認定を受けた区分所有住宅（マンション等）の新築又は取得を行った場
合の固定資産税の減額申告について、申告主体にマンション管理組合等の管理者等を
加え、管理者等からの申告があった場合は当該区分所有住宅の全戸に係る固定資産税
を一括して減額できるように求める。
また、令和５年度税制改正で創設されたマンション長寿命化促進税制も同様に、管理計
画認定マンションの管理組合等の管理者等による申告があった場合は当該区分所有住
宅の全戸に係る固定資産税を一括して減額できるように求める。

地方税法附則第15条の７第３項、第15条の９の３第２項 総務省、国土交通省 札幌市、苫小牧市、盛岡市、
水戸市、ひたちなか市、大田
原市、高崎市、千葉市、船橋
市、八王子市、相模原市、浜
松市、豊田市、城陽市、高槻
市、今治市

180 仙台市、札幌市、
石巻市、岩沼市、
登米市、東松島
市、蔵王町、女川
町、さいたま市、千
葉市、横浜市、相
模原市、新潟市、
静岡市、京都市、
大阪市、堺市、神
戸市、岡山市、広
島市、北九州市、
福岡市、熊本市

重点24

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

市町村子ども・子育
て支援事業計画にお
ける、地域子ども・子
育て支援事業に係る
記載事項の一部任
意化

「市町村子ども・子育て支援事業計画」の記載事項となっている「各年度の地域子ども・子
育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供
体制の確保の内容及びその実施時期」（子ども・子育て支援法第61条第２項第２号）に関
して、「市町村子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」の算出等のための手
引き」において「全国共通で「量の見込み」を算出する」とされている地域子ども・子育て支
援事業のうち、量の見込みの算出が困難な事業については、当該記載事項を任意のも
のとすること。

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第59条～第61条
教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子
育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業
の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成26年告示第159号）
市町村子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」の算出等のための手
引き（平成26年１月）

こども家庭庁 札幌市、盛岡市、千葉市、足
立区、横浜市、相模原市、海
老名市、新潟市、長野県、浜
松市、三原市、高知県

182 仙台市、札幌市、
宮城県、石巻市、
角田市、岩沼市、
東松島市、富谷
市、蔵王町、さい
たま市、横浜市、
川崎市、相模原
市、新潟市、静岡
市、京都市、堺
市、神戸市、広島
市、北九州市、福
岡市、熊本市

B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 マイナンバーカードの
券面記載事項の削
減及び電子証明書
の有効期間を当該
カードと同一とするこ
と

マイナンバーカードについて、ハードウェアトークンとして使用できるよう、より利用者の利
便性向上を考慮した制度設計にすることを求める。
具体的には、カード券面への氏名や住所、本人写真の表示等の記載を不要とし、情報は
全てＩＣチップに格納する。併せてカード交付時に生体要素として指静脈を追加するような
制度設計に改めていただきたい。また、不正読取などのセキュリティ確保を施したうえで、
電子証明書の有効期間をカード有効期間と同一としていただきたい。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２
条第７項、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律施行令第１条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に
関する命令第25条、別記様式（第25条関係）、電子署名等に係る地方公共団体情
報システム機構の認証業務に関する法律第５条、第24条、電子署名等に係る地方
公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第13条、第49条

デジタル庁、総務省 札幌市、いわき市、小山市、
桐生市、相模原市、浜松市、
豊橋市、亀岡市、吹田市、高
槻市、西宮市、東温市、八女
市、宮崎市

183 仙台市、宮城県、
東松島市、蔵王
町、利府町、さい
たま市、横浜市、
川崎市、新潟市、
静岡市、大阪市、
北九州市、福岡
市、熊本市

B　地方に対
する規制緩
和

05_教育・文
化

教科書採択及び無
償給与事務に係る指
定都市から都道府県
への報告を不要とす
ること

 教科書採択及び無償給与事務は、いずれも都道府県を通して国に報告することが定め
られているが、この制度を見直し、政令指定都市に関しては都道府県から独立して給与
事務が行えるよう改正を望む。

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第14条、教科書の
発行に関する臨時措置法施行規則第13条、第14条

文部科学省 大阪府、大阪市

184 八王子市 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 住民基本台帳ネット
ワーク利用端末への
リモート接続を可能と
すること

住民基本台帳ネットワークの端末等の運用において、端末の個別設定作業、障害時の対
処などは端末設置場所まで行って操作しないと対応できない状況である。
適切なセキュリティ対策を講じたうえで、端末を管理するためのActiveDirectoryの導入や
リモート接続を認めてもらいたい。

システム構築手引書 導入手引書（本編） CS／統合端末用［第４．４版］［令和５年３
月］（地方公共団体情報システム機構策定）

総務省 宮城県、郡山市、千葉市、八
尾市、東温市、八女市



185 八王子市 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 決算上剰余金が生じ
た場合に積み立て等
に充てなければなら
ない金額に係る規定
の見直し

地方財政法第７条において、決算上生じた剰余金については、当該剰余金のうち二分の
一を下らない金額を積み立て、又は繰上償還の財源に充てなければならないとされてい
る。この積み立て、又は繰上償還の財源に充てる金額について、剰余金が生じた翌年度
に支払う国・都返還金を除いた額の二分の一とするよう要件の見直しを求める。

地方財政法第７条 総務省 函館市、高崎市、亀岡市、長
崎市

186 八王子市

重点36

B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 訪問型サービス事業
を実施する際の路上
駐車の許可に係る制
度の見直し

訪問型サービス等を行う民間事業者や地方自治体が市民宅等を訪問する際に、やむを
得ず路上駐車する際の許可について、許可申請手続をオンライン化する等して簡易に手
続できるようにするとともに、駐車の都度の許可申請ではなく、一度の許可で一定の期間
駐車できるよう制度改正を求める。

道路交通法第45条第１項、第49条の５ 警察庁 函館市、旭川市、苫小牧市、
浜松市、小牧市、兵庫県、熊
本市、宮崎県、鹿児島市

187 八王子市 B　地方に対
する規制緩
和

06_環境・衛
生

一部事務組合が発
電した再生可能エネ
ルギーを構成する地
方公共団体へ自己
託送可能とすること

地方公共団体が自己託送を活用する場合における電気事業法第２条第１項第５号ロの
「経済産業省令で定める密接な関係を有する者」の範囲に、地方自治法第284条に規定
する一部事務組合を含めるものとする。

電気事業法第２条第１項第５号ロ、電気事業法施行規則第２条、第３条第１項、電
気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等（平成12・05・29資第16
号）、自己託送に係る指針（令和５年４月１日経済産業省）、地方自治法第284条

経済産業省 盛岡市、川崎市、豊橋市、吉
野川市、熊本市

188 八王子市 B　地方に対
する規制緩
和

09_土木・建
築

農林漁業を営むため
に必要となる農業用
施設を一部の用途地
域内において建築す
る場合における特例
許可の手続の見直し

建築基準法第48条第16項又は建築基準法施行令第130条を改正し、農林漁業を営むた
めに必要となる農業用施設を第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は
第一種中高層住居専用地域内において建築する場合における建築基準法第48条第１項
～第３項ただし書に基づく特例許可に当たっては、公開聴聞及び建築審査会の同意の取
得を要しないこととすることを求める。
また、同特例許可に当たって参考となる許可基準の例を明示するなど、特例許可の運用
に係る負担の軽減に資する措置を講じていただきたい。

建築基準法第48条第16項
建築基準法施行令第130条各項

国土交通省 鳥取県、久留米市

189 八王子市

重点37

B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 地方公営企業法施
行令(昭和27年政令
第403号)第22条の３
で規定のある、収納
取扱金融機関の担
保提供規定の緩和

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の３で規定のある収納取扱金融
機関の担保提供の有無を、各自治体で判断できるよう緩和を求める。

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の３ 総務省 越谷市

191 岡山県、福島県、
広島県

B　地方に対
する規制緩
和

02_農業・農
地

農業振興地域の整
備に関する法律及び
農地法における特定
流通業務施設及び
同施設の用に供する
土地の位置付けの
見直し

農業振興地域の整備に関する法律における「農用地等及び農用地等とすることが適当な
土地に含まれない土地」に、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に規定
する特定流通業務施設の用に供する土地」を追加する。
農地法における農地転用不許可の例外に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関す
る法律に規定する特定流通業務施設の用に供する施設を整備するために行われるもの」
を追加する。

農業振興地域の整備に関する法律第10条第４項、同法施行令第８条第２項、同法
施行規則第４条の５第１項
農地法第４条第６項、同法施行令第４条第１項第２号ヘ、同法施行規則第37条

農林水産省、国土交通省 盛岡市、宮城県

192 岡山県、栃木県、
長野県、岐阜県、
中国地方知事会

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

結核定期健康診断
の報告頻度及び報
告期限の見直し

感染症法施行規則における事業者等が行う結核定期健康診断の報告頻度及び報告期
限について、同法施行規則第27条の５第１項中「一月ごとに取りまとめ、翌月の十日ま
で」を「当該年度分を取りまとめ、翌年度の４月10日まで」とするなど年１回の報告に改め
るよう求める。

感染症法施行規則第27条の５第１項 厚生労働省 富山県、茨城県、高知県、宮
崎県、浜松市、さいたま市、
佐賀県、徳島県、山口県、横
浜市、札幌市、熊本市、大阪
府、



193 岡山県、中国地方
知事会

B　地方に対
する規制緩
和

08_消防・防
災・安全

全国交通安全運動
推進要綱の早期情
報提供等

春及び秋の全国交通安全運動推進要綱について、案段階で早期に情報提供を行うこと
又は要綱決定時期を前倒しすること。

全国交通安全運動推進要綱 内閣府 青森県、宮城県、ひたちなか
市、川崎市、小牧市、山口
県、徳島県、高知県、宮崎県

194 岡山県 B　地方に対
する規制緩
和

09_土木・建
築

道路メンテナンス事
業補助制度における
変更交付申請手続
の簡素化

道路メンテナンス事業補助制度の橋梁・トンネル・道路附属物等の交付決定単位間の流
用を軽微な変更とするなど、迅速な国費の流用を可能とすること。
また、交付申請時に個別の施設名を記載した事業内訳調書（様式３の６（別紙内訳））及
び道路メンテナンス事業実施計画（別紙様式）の提出を不要とし、補助金を充てて修繕を
実施する施設に変更がある場合でも、変更交付申請によらず、当該変更を実績報告書に
より報告することで足りるとするなど、変更を含む交付申請手続を簡素化し、年度内の修
繕対象施設の変更に迅速に対応可能とすること。

道路メンテナンス事業補助制度要綱
道路局所管補助金等交付申請について（平成13年３月30日付け国道総第589号国
土交通省道路局長通知）
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第７
条第１項
国土交通省所管補助金等交付規則（平成12年総理府・建設省令第９号）第５条第
１項

国土交通省 福島市、いわき市、茨城県、
高崎市、館林市、横須賀市、
松本市、浜松市、名古屋市、
京都府、寝屋川市、奈良市、
山口県、高松市、福岡県

196 岡山県、広島県 B　地方に対
する規制緩
和

02_農業・農
地

鳥獣被害防止総合
対策交付金交付事
務における捕獲確認
業務の効率化

鳥獣被害防止総合対策交付金（鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業）に係る捕獲確認
業務について、捕獲確認アプリにより提出されたデータでの確認が可能であることを鳥獣
被害防止総合対策交付金実施要領（以下「実施要領」という。）上明確化する。また、捕獲
確認アプリにより提出されたデータでの確認の場合には、別途の捕獲確認書の作成を不
要とする。

鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領（平成20年３月31日付け19生産第9424号
農林水産省生産局長通知）　別記４第２の２（２）

農林水産省 横浜市、久留米市、熊本市

197 岡山県、宮城県、
中国地方知事会

B　地方に対
する規制緩
和

05_教育・文
化

地方教育費調査の
隔年化及び説明書
の記載内容の明確
化

地方教育費調査（統計法（平成19年法律第53号）に基づく一般統計調査）における教育
費調査及び生涯学習関連費調査について、毎年実施から隔年実施に変更すること。
また、調査における「教職員」の定義を明確化すること。

地方教育費調査要綱第５ 文部科学省 羽後町、茅ヶ崎市、富山県、
石川県、浜松市、豊橋市、京
都府、徳島県、高知県、長与
町、熊本市、宮崎県

198 岡山県、宮城県、
中国地方知事会

B　地方に対
する規制緩
和

05_教育・文
化

子供の学習費調査に
かかる都道府県経由
事務の廃止及び調
査対象の見直し

子供の学習費調査（統計法（平成19年法律第53号）に基づく一般統計調査）について、都
道府県を経由せず、文部科学省から直接学校へ調査依頼し、学校から直接回答するよう
調査系統を変更すること。
また、公立幼稚園の調査実施学校数を削減し、認定こども園を調査対象に追加するなど
の見直しを行うこと。

子供の学習費調査要綱第２、第３の２、第６、第９ 文部科学省 青森県、羽後町、茨城県、栃
木県、神奈川県、富山県、石
川県、三重県、京都府、徳島
県、高知県、宮崎県

199 岡山県、宮城県、
中国地方知事会

B　地方に対
する規制緩
和

05_教育・文
化

学校教員統計調査に
かかる回答方法の見
直し

学校教員統計調査（統計法（平成19年法律第53号）第２条第４項に基づく基幹統計調査）
について、マクロ付き調査票を廃止し、システムへの直接入力による回答とするなど回答
方法を見直すこと。

－ 文部科学省 青森県、羽後町、栃木県、さ
いたま市、富山県、石川県、
京都府、広島市、徳島県、高
知県、熊本市、宮崎県

200 岡山県、中国地方
知事会

B　地方に対
する規制緩
和

05_教育・文
化

要保護児童生徒援
助費補助金等に係る
提出書類の簡素化

要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金に関して、状況報
告書の提出後、状況に変更がなければ、変更交付申請に係る書類の提出を不要とする
こと。

要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱 文部科学省 岩手県、羽後町、茨城県、相
模原市、高知県、熊本市、宮
崎県、鹿児島県



201 岡山県、宮城県、
中国地方知事会

B　地方に対
する規制緩
和

05_教育・文
化

へき地児童生徒援助
費等補助金に係る提
出書類の明確化及
び事務処理の簡略
化

へき地児童生徒援助費等補助金に係る提出書類を事前に明示すること及び変更交付決
定を行わない事業における書類提出を不要とすること。

へき地児童生徒援助費等補助金交付要綱 文部科学省 青森県、岩手県、羽後町、徳
島県、高知県、宮崎県、鹿児
島県

202 大分県、九州地方
知事会

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

救急救命士が行う救
急救命処置の範囲
の見直し

救急救命士法第２条第１項に規定する救急救命処置の具体的範囲について、新型コロ
ナウイルス抗原検査キットによる検査を追加するよう見直しを求める。

H４.３.13 指第17号厚生省健康政策局指導課長通知 厚生労働省 宮崎県

205 延岡市 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

子どものための教
育・保育給付に係る
運用の見直し（制度
の簡素化と事務の効
率化）

子どものための教育・保育給付に係る保育所等における処遇改善等加算の制度見直し 施設型給付費等に係る処遇改善等加算について（令和２年７月30日付け（ 終改
正令和４年11月７日付け）内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中
等教育局長、厚生労働省子ども家庭局長通知）

こども家庭庁、文部科学
省

札幌市、旭川市、仙台市、ひ
たちなか市、越谷市、千葉
市、横浜市、川崎市、相模原
市、新潟市、長野県、半田
市、奈良県、和歌山市、徳島
県、熊本市、鹿児島市

207 足利市 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

要介護・要支援認定
申請に添付する被保
険者証について電子
での提出を可能とす
ること

介護保険法第27条第１項及び同法第32条第１項に基づく、要介護・要支援認定申請の添
付書類である被保険者証については、原本提出が義務付けられているが、被保険者証を
スキャンしたPDFや被保険者証を撮影した画像での提出を可能とすることを求める。

介護保険法第27条第１項、第32条第１項 厚生労働省 函館市、盛岡市、ひたちなか
市、東久留米市、横浜市、川
崎市、枚方市、広島市、熊本
市

208 名古屋市 B　地方に対
する規制緩
和

05_教育・文
化

不登校特例校（不登
校児童生徒を対象と
する特別の教育課程
を編成して教育を実
施する学校）にかか
る文部科学大臣への
指定申請を不要と
し、学校長が特別の
教育課程を編成でき
るようにするよう制度
の見直しを求める

不登校特例校（不登校児童生徒を対象とする特別の教育課程を編成して教育を実施す
る学校）にかかる文部科学大臣への指定申請を不要とし、学校長が特別の教育課程を編
成できるようにするよう制度の見直しを求める。

学校教育法施行規則第五十六条 文部科学省 高知県、熊本市

209 特別区長会、高知
県、沖縄県

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

地域包括支援セン
ターの業務負担軽減
方策の構築（介護予
防支援と居宅介護支
援の介護報酬設定
方法の明確化等）

介護人材の確保やサービスの質の向上などを図るため、介護予防支援と居宅介護支援
の介護報酬設定方法を明確化の上、都市自治体の意見を十分踏まえた適切な報酬設定
を行うなど、地域包括支援センターの事務負担軽減を図ること。

介護保険法等 厚生労働省 盛岡市、仙台市、鶴岡市、茨
城県、ひたちなか市、足利
市、館林市、三鷹市、相模原
市、海老名市、名古屋市、小
牧市、南知多町、滋賀県、大
阪市、広島市、高松市、高知
県、熊本市

210 島根県、中国地方
知事会

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

医療施設等施設整
備費補助金等に係る
交付決定等の早期
化

医療施設等施設整備費補助金等に係る交付決定等の早期化 － 厚生労働省 茨城県、千葉県、沼津市、大
阪府、兵庫県、鳥取県、岡山
県、広島市、山口県、高知
県、福岡県、宮崎県



211 島根県、中国地方
知事会

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

後期高齢者医療制
度関係業務事業費
補助金及び国民健
康保険団体連合会
等補助金に係る交付
決定等の早期化

後期高齢者医療制度関係業務事業費補助金要綱及び国民健康保険団体連合会等補助
金要綱において、交付決定までの標準的期間が規定されているところ、実際には大幅に
過ぎて交付決定がされているため、早期化を求める。

後期高齢者医療制度関係業務事業費補助金要綱、国民健康保険団体連合会等
補助金要綱

厚生労働省 茨城県、千葉県、海老名市、
長野県、京都府、兵庫県、鳥
取県、岡山県、山口県、徳島
県

212 島根県、中国地方
知事会

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

厚生労働省国民健
康保険課から発出さ
れる補助金等決定通
知書等の通知方法
の統一化

厚生労働省国民健康保険課から発出される補助金等決定通知書等の通知方法の統一
化を求める。

－ 厚生労働省 茨城県、神奈川県、海老名
市、長野県、三島市、広島
市、山口県、徳島県

213 島根県、中国地方
知事会

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

国民健康保険調整
交付金に係る申請等
様式の簡略化及び
説明書の記載内容
の明確化

国民健康保険調整交付金に係る申請等について、以下のことを求める。
①様式や記載する項目を見直し、必要 小限とし、また、計算方法や表間突合関係を通
知等で明確にしていただきたい。
②通知等において、事務毎に操作説明書の参照箇所等を明示いただきたい。

国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令 厚生労働省 北海道、茨城県、ひたちなか
市、千葉県、神奈川県、川崎
市、長野県、三島市、兵庫
県、鳥取県、広島市、山口
県、徳島県、高知県

214 島根県、中国地方
知事会

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

保険者努力支援制
度に係る交付金事務
の負担軽減

保険者努力支援制度に係る交付金を一本化すること。又は、申請や還付に係る事務負
担を軽減すること。

会計検査院の指摘による返還及び自主返還に係る事務スケジュール等について
（厚生労働省保険局事務連絡）

厚生労働省 茨城県、ひたちなか市、千葉
県、船橋市、神奈川県、長野
県、三島市、兵庫県、鳥取
県、岡山県、広島市、山口
県、徳島県

215 島根県、中国地方
知事会

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

官庁会計システム
(ADAMS)の支払計画
表等における国民健
康保険療養給付費
等負担金に係る名称
の明示

ADAMSの支払計画表等における国民健康保険療養給付費等負担金に係る負担金名称
を明示することを求める。

－ 財務省、厚生労働省 茨城県、千葉県、海老名市、
長野県、京都府、鳥取県、岡
山県、山口県

216 島根県、中国地方
知事会

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

国民健康保険の市
町村保険者等に対す
る一般指導監督に係
る負担軽減等

①前回の実地指導において指摘事項がなかった市町村保険者等については、次回は書
面による指導のみとすることも可能とするなど、指導監督に関する県の負担軽減を図るこ
と。
②具体的な指導方法を明示化すること。
③事業計画の策定に係る法的根拠、内容及び水準を明確化すること。当該法的根拠等
がない場合は指導監督の対象から外すこと。

国民健康保険法第４条及び第106条、「国民健康保険の市町村保険者及び国民健
康保険組合並びに国民健康保険団体連合会の指導監督について（基本通知）」
（平成31年１月23日保発0123第２号厚生労働省保険局長通知）、「国民健康保険
の市町村保険者及び国民健康保険組合並びに国民健康保険団体連合会に対す
る指導監督の実施について（平成31年１月23日保国発0123第２号厚生労働省保険
局国民健康保険課長通知）及び同通知別添「国民健康保険の指導監督実施要
領」」

厚生労働省 茨城県、長野県、鳥取県、岡
山県、山口県、徳島県

217 島根県、中国地方
知事会

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

国保予算関係等資
料等の作成に係る負
担軽減等

①国保予算関係等資料及び前年度における国民健康保険事業の実施状況報告の調査
項目や様式を見直すこと。
　＜調査様式の統合が可能と思われる例＞
　　・予算関係等資料・調査　様式７の１
　　・国民健康保険事業実施状況調査　様式８
②法令や関係用語の改正があった場合には、様式に確実かつ速やかに反映すること。

「令和５年度予算関係等資料の作成について」（令和４年６月10日厚生労働省保険
局国民健康保険課事務連絡）、「令和３年度における国民健康保険事業の実施状
況報告について」（令和４年６月20日厚生労働省保険局国民健康保険課事務連
絡）

厚生労働省 茨城県、千葉県、神奈川県、
長野県、三島市、広島市、山
口県、徳島県



218 島根県、中国地方
知事会、日本創生
のための将来世
代応援知事同盟

重点14

B　地方に対
する規制緩
和

05_教育・文
化

小学校における教科
担任制加配及び英
語専科指導加配に係
る授業時間数の要件
の見直し

小学校における教科担任制加配及び英語専科指導加配に係る授業時間数の要件の見
直しを求める。

－ 文部科学省 羽後町、茨城県、群馬県、川
崎市、石川県、浜松市、京都
府、八幡市、大阪市、岡山
県、高知県、宮崎県

219 島根県、中国地方
知事会、日本創生
のための将来世
代応援知事同盟

重点14

B　地方に対
する規制緩
和

05_教育・文
化

小学校における英語
専科指導加配に係る
資格要件の緩和

小学校における英語専科指導加配に係る資格要件の緩和を求める。 － 文部科学省 羽後町、茨城県、川崎市、石
川県、京都府、大阪市、岡山
県、広島市、熊本市、宮崎県

220 茅ヶ崎市 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 引き続き都道府県の
区域内に住所を有す
る旨の証明書の廃止

引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する事務について、公職選挙
法施行令第34条の２(引き続き都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書)を廃止し、
公職選挙法施行令第34条の３（引き続き都道府県の区域内の住所を有することの確認
のための手続き）への一本化を求める。

公職選挙法第44条第３項、公職選挙法施行令第34条の２ 総務省 函館市、盛岡市、宮城県、ひ
たちなか市、前橋市、相模原
市、海老名市、三重県、豊中
市、茨木市、高知県、熊本市

222 茅ヶ崎市 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

後期高齢者医療制
度における基準収入
額職権適用の円滑
運用に資する環境等
の整備

後期高齢者医療制度における基準収入額の職権適用について、法令で勘案すべき収入
金額を把握する際に過大な事務負担が生じていることから、制度を円滑に運用している
自治体等の取り組みを参考にできるよう事例収集・共有を行うこと。また、後期高齢者医
療広域連合電算処理システムの改修等を行うこと。

高齢者の医療の確保に関する法律第67条、高齢者の医療の確保に関する法律施
行令第７条、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第31条・32条

厚生労働省 ひたちなか市、所沢市、春日
部市、船橋市、横浜市、海老
名市、寒川町、浜松市、三島
市、伊勢市、東温市、大村
市、熊本市

223 兵庫県、滋賀県、
京都市、大阪府、
堺市、川西市、た
つの市、奈良県、
和歌山県、鳥取
県、徳島県、関西
広域連合

B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 国から地方公共団体
へ再犯防止対策に必
要な出所者の情報提
供の拡大

地方公共団体が地方再犯防止推進計画等に基づき再犯防止に関する施策を検討・実施
するにあたり、特別調整の対象者だけでなく、本人同意が得られた満期釈放者をはじめ
支援が必要な出所者の個人情報等について、国からの早期且つ丁寧な情報提供を行う
こと。

再犯の防止等の推進に関する法律第５条 法務省 藤岡市、春日部市、岡山県、
高知県、沖縄県

224 兵庫県、関西広域
連合

B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 奨学金事業における
公益財団法人等によ
るマイナンバー独自
利用の対象化

法律でマイナンバー利用が認められている事務と性質が同一の事務について、県が当該
事業のために設立した公益財団法人等に業務移管や業務委託を実施する場合は、当該
団体のマイナンバー利用を可能とすること。
（例として、旧日本育英会（現（独）日本学生支援機構）から事務移管された奨学金事
業。）

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 内閣府、個人情報保護委
員会、こども家庭庁、デジ
タル庁、総務省、法務省、
文部科学省、厚生労働省

225 兵庫県、滋賀県、
京都府、京都市、
大阪府、堺市、神
戸市、三田市、た
つの市、奈良県、
和歌山県、鳥取
県、徳島県、関西
広域連合、日本創
生のための将来
世代応援知事同
盟

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

小規模放課後児童ク
ラブへの補助に係る
大臣承認を必要とし
ない類型の追加

山間地や漁業集落、へき地、離島以外にも、厚生労働大臣の承認が不要な10人未満の
小規模放課後児童クラブの類型を追加すること。
（例）都市近郊の農村地域、中山間地域、オールドニュータウン等

子ども・子育て支援交付金交付要綱
放課後児童健全育成事業実施要綱
令和４年度子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業)の交付に係る一
の支援の単位を構成する児童の数が10人未満の支援の単位の確認について（事
務連絡）

こども家庭庁 札幌市、盛岡市、茨城県、相
模原市、横須賀市、長野県、
大阪府、広島市、高知県、熊
本市



227 兵庫県

重点17

B　地方に対
する規制緩
和

09_土木・建
築

国、都道府県又は建
築主事を置く市町村
の建築物の計画通
知等に係る指定確認
検査機関の活用

国、都道府県又は建築主事を置く市町村（以下「国等」という。）の建築物に係る計画通知
について、建築基準関係規定適合性の審査や完了検査・中間検査等を建築主事だけで
なく指定確認検査機関が行うこともできること。

建築基準法第18条 国土交通省 盛岡市、福島県、福島市、高
崎市、春日部市、岐阜市、奈
良県、鳥取県、徳島県、延岡
市

228 兵庫県、姫路市 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

介護保険法に規定す
る徴収金の時効の見
直し

介護サービス事業者が偽りその他不正の行為により支払いを受けた徴収金（介護保険法
第22条）について、監査の開始による時効の完成猶予、更新又は時効期間を３年とする
こと。

介護保険法第200条 厚生労働省 盛岡市、茨城県、ひたちなか
市、足利市、高知県、熊本
市、宮崎県

229 兵庫県、姫路市 B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

福祉行政報告例中
の民生委員児童委
員活動報告のオンラ
イン化

民生委員・児童委員（以下「委員」）による活動記録の作成・報告や、集計に伴う行政等の
負担軽減を図るため、委員自ら入力可能な全国統一の活動報告オンライン化を構築する
こと。
（なお、委員の年齢構成等を鑑みて、入力フォームは見やすく操作が簡便なものとするこ
と。）

統計法 こども家庭庁、厚生労働
省

仙台市、茨城県、ひたちなか
市、前橋市、藤岡市、川崎
市、相模原市、石川県、浜松
市、名古屋市、豊川市、京都
府、大阪府、大阪市、堺市、
奈良県、広島市、高知県、福
岡県、佐世保市、熊本市、沖
縄県

230 兵庫県、加古川市

重点13

B　地方に対
する規制緩
和

03_医療・福
祉

民生委員・児童委員
活動における証明事
務の見直し

民生委員・児童委員活動における証明事務を見直し、児童扶養手当及び特別児童扶養
手当関係書類に係る本人の申立書の内容を証明する者を拡大すること

児童扶養手当法施行規則第１条
特別児童扶養手当法施行規則第１条
児童扶養手当及び特別児童扶養手当関係書類市町村審査要領

こども家庭庁、厚生労働
省

仙台市、茨城県、ひたちなか
市、高崎市、藤岡市、春日部
市、ふじみ野市、船橋市、川
崎市、相模原市、石川県、京
都府、大阪府、大阪市、寝屋
川市、広島市、佐世保市、熊
本市


